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平成３０年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成３０年３月８日（木曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  小 関 勝 教 君 

  副議長  土 井 敏 興 君 

   １番  丸 山 文 靖 君 

   ２番  吉 岡 建二郎 君 

３番  松 山 教 宗 君 

４番  川 上 美 樹 君 

５番  楠   徹 也 君 

６番  森 川   明 君 

   ７番  本 郷 幸 治 君 

   ８番  吉 岡 文 子 君 

９番  山 崎 一 広 君 

10番  桜 井 龍 雄 君 

11番  谷 村 知 重 君 

   13番  金 子 義 彦 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  中 平 匡 司 君 

 市 民 部 長  村 谷 宗 義 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  平 泉 宮 子 君 

 経 済 部 長  市 川 厚 記 君 

 都市整備部長  西 尾   正 君 

 市立美唄病院事務局長  小 橋 一 夫 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  村 上 孝 徳 君 

 総務部総務課長補佐  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会教育長  星 野 恒 徳 君 

 教育委員会教育部長  森 川   治 君 

 

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長 （村 上 孝 徳 君） 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  佐々木   武 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

 監査事務局長  永 森 峰 生 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  三 上   忠 君 

 次     長  濱 砂 邦 昭 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長小関勝教君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長小関勝教君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

７番 本郷幸治議員、 

８番 吉岡文子議員 

を指名いたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次、発言を許します。 

３番、松山教宗議員。 
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●３番松山教宗議員（登壇） 平成 30 年第１

回定例会において、大綱４点について、市長

並びに教育長にお伺いします。 

大綱１点目は、観光行政についてです。 

１つに、サイクルツーリズムについてです。 

本市は、美唄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略の基本目標に「地域資源を使って新し

いひとの流れをつくる」と掲げ、観光交流人

口の増を目指し、観光入込数を平成 31年度に

は 90 万人を目標とし、道道美唄富良野線開通

を見据え、サイクリングなどを目的とした観

光客の誘致を推進しています。 

国においては昨年、自転車活用推進法の施

行によるサイクリングなどの推進を図られ、

北海道においてもサイクルツーリズム推進の

ために、新年度予算に計上するなど前向きな

動きがあり、全国の自治体においては、地域

資源を活かし先進的にサイクルツーリズムに

取り組んでいる地域があるなど、盛り上がり

をみせ、すでに全国的な動きになりつつある

ようです。 

本市は、サイクルツーリズムを推進し数年

が経ちますが、サイクリングコースを設定す

るなど、徐々にではありますが、受入環境整

備が進められています。 

そこで、これまでの取り組みを踏まえ、今

後どのような考え方で環境整備を行っていく

のでしょうか。 

１つ目に、市内外へのＰＲや市民周知を具

体的にどのように行っていくのか。 

２つ目に、国や北海道、先進地域との連携

など、どのように考えているのか。 

３つ目に、交流拠点施設であるゆ～りん館

の新宿泊棟への集客のため、多言語化を含め

た対応整備など、今後の展開の考え方につい

て市長に伺います。 

２つに、ＤＭＯについてです。 

国の観光立国化に伴い、今ある地域資源の

利活用など、観光地域づくりによる地域の活

性化を目指すため、平成 28 年度より本格的に

ＤＭＯの構築に向け進められましたが、関係

団体などと合意形成に至らず、本年度はあら

ためて関係企業や関係団体と合意形成を目指

すべく進められていると思います。 

市長は、市政執行方針で「市内事業者や関

係団体を中心とする観光地域づくり推進組織

の創設を加速させる」と述べられていますが、

本格的に推進していくため、現状はどのよう

に進んでいるのでしょうか。 

そこで１つ目に、これまでの経過を踏まえ、

今後のスケジュールと進め方について。 

２つ目に、構築後、本市に対するメリット・

デメリットはどのように考えているのか。 

３つ目に、市として、今後どのように支援

をしていくのか市長に伺います。 

３つに、観光ビジョンについてです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

国の施策である観光立国化が進む中、年々

来日する海外観光客の増加は顕著であり、東

京オリンピックには、国の示す 4,000 万人に

届く勢いにあります。 

北海道においても増加傾向にあり、年々観

光スタイルも団体から個人へと変わり、公共

交通やレンタカーなどで周遊し、自由に見た

り、体験するなど、既存の観光地だけではな

く、今後は未開で知られていない場所なども

求められるようで、本市においても好機はあ

り、観光を産業化し、経済の浮揚へと結びつ

けるべく進めていると思います。 
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本市はこれまで、観光を進める行政計画や

ビジョンなどがない中で進められてきました

が、今後、策定をされることに対し、期待を

したいと思います。 

そこで、現在の策定進捗状況と、事業者や

関係団体など、市民の声を取り入れ作りこん

でいるのか。 

また、成案後の計画期間などはどのように

なっているのか。 

さらに、観光・スポーツは、ともにツーリ

ズムとして交流人口増を目指すものであり、

スポーツツーリズムとスポーツコミッション

のあり方など、どのように触れているのか伺

います。 

４つに、冬の観光施策についてです。 

ゴルフ５カントリー美唄コースにて、今季

より「スノーランド」と題し、地の利を活か

し、雪を味方に、冬のアクティビティとして

海外団体観光客が 800 名ほど訪れるなど、冬

の観光拠点として動き始めました。 

関連した取り組みとして、３年目を迎える

ウインターゴルフが市民委員会とともに行わ

れ、昨年はスポーツ庁・文化庁・観光庁が主

催するスポーツ文化ツーリズムアワード 2017

にて入賞し、日本初の新スポーツとして認め

られ、美唄発のものとなりました。そして、

市民団体が主体となりフットゴルフをスノー

フットゴルフとして行い、大会が開催され、

世界初となる取り組みをするなど、これは市

民との協働により、冬の観光施設として動き

始めているものであると思います。 

そこで１つ目として、今後、本市の冬の観

光拠点の１つとして成り得る可能性があると

考えますが、どのように考えているのか。 

２つ目として、市として連携や支援などは

どのように行っていくのか、市長の考えを伺

います。 

５つに、中心市街地や商業者との連携につ

いてです。 

本市は、経済の活性化を図るため、観光を

産業とするべく推進していますが、サイクル

ツーリズムの推進やＤＭＯの構築、観光ビジ

ョンの成案などの取り組みにより、観光振興

がより推進され、インバウンドを中心とした

国内外観光客が増加することを期待していま

す。 

しかし、観光客を中心市街地へ誘導する必

要があり、商業者との連携なくしては経済効

果にはならず、活性化へと進みませんので、

今後、必要であると考えますが、市長のお考

えを伺います。 

大綱２点目は、市立美唄病院の職員体制に

ついてです。 

１つに、医師、看護師など医療スタッフ等

の体制についてです。 

本市の地域医療は、地域包括ケアシステム

の推進を図るため、退院支援や認知症対策、

健康づくりや介護予防などの取り組みに関し、

保険・医療・福祉・介護との連携をはかると

ともに、市民が住み慣れた地域で安心して暮

らせるまちづくりを推進しています。 

その中、新病院の建設、施設整備のために

現在は計画が進められていますが、建物・施

設が新しくできあがっても、大切なのは診

察・処置などをしてもらう医師や看護師、薬

剤師など医療従事者たる「ひとの力」である

と考えます。施設が立派になったとしても、

充足しなければ、その機能や役割は果たせな
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いと思います。 

現在、全国的な問題として、医師不足や医

療従事者の不足など、都市部には集まっても

地方においては集まらなく、なかなか妙案が

ない状況になっているのも事実であり、また、

市民意見の一つとして、新しい病院になって

もらいたいという意見がある一方で、親切丁

寧で通いやすい病院を望む声があります。 

市長は、市民の皆さんに信頼される病院づ

くりに向けては、医師や看護師などの確保を

図るとともに、職員の資質向上に努めると示

されております。 

そこでまず、医師、看護師など医療スタッ

フ等の現状と充足数についてと、新病院にお

ける医師、看護師等の今後の確保の見通し、

あわせて医師の負担軽減対策などについて伺

います。 

大綱３点目は、消防行政についてです。 

消防とは、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧

し、国民の生命、身体及び財産を火災から保

護するとともに、火災又は地震等の災害に因

る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、

社会公共の福祉の増進に資すること」と、示

されますように、安心・安全な市民生活を送

る上で重要で、いつ・なんどき起こるかもし

れないことに対し、常に予防や啓発活動など、

消防行政を中心に、市民一人ひとりが意識を

持った取り組みをしなければなりません。 

市政執行方針には、火災予防について、「査

察及び広報活動を行い、家庭における防火意

識の向上に取り組み、住宅火災による被害の

軽減に努める」とあり、火災から生命や財産

を守るには、まず、予防活動こそが地道で一

番有効な手段なのではないでしょうか。 

そこで、本市における火災発生件数を見る

と、平成 28 年は７件、平成 29 年は 16 件と、

９件の増加となっており、ここ数年の推移と

して、火災発生件数や平均火災形態と、通報

から現場までの到着時間など発生状況につい

て伺うと同時に、一般住宅や事業所に対し、

どのような予防啓発活動をしているのか。 

さらには、住宅用火災警報器が義務付けら

れて 10 年が過ぎたと思いますが、その設置状

況など火災予防の対応について、市長に伺い

ます。 

大綱４点目は、教育行政についてです。 

１つに、東京オリンピック・パラリンピッ

ク事前合宿誘致についてです。 

本市は、東京オリンピック・パラリンピッ

ク事前合宿誘致の受け入れを目指し、担当推

進室を設置するなど、これまで進めてきてい

ます。 

昨年には、カナダから視察団が来るなど動

きがありましたが、誘致には繋がらず、現時

点において、他の動きもなく誘致には至って

いないのではないでしょうか。オリンピック

開催までにはあと約２年です。そろそろ事前

合宿誘致活動の結果を出さなければなりませ

ん。 

そこで、これまで取り組んできた誘致活動

などの経過、また、それらを踏まえ、検証な

どをしてきたと思いますが、その分析や議論

経過はどうであったのか。 

今後、誘致に取り組むのか、またはやめる

のか。もう判断すべき時期に来ていると思い

ますので、まず伺います。 

また、誘致が厳しいと判断するのであれば、

すみやかに方向転換をし、学生や社会人のス
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ポーツ合宿誘致に力を注ぎ、本市のスポーツ

振興やスポーツによる交流人口の増を目指す

必要がありますので、現状の体育関係施設な

どを有効利用し、特色のある施設を活かすな

ど、スポーツ健康都市宣言をしている「まち」

として、しっかりと進むべきと考えますので、

教育長に伺います。 

２つに、安田侃彫刻美術館アルテピアッツ

ァ美唄ビジョンについてです。 

本市の芸術文化を振興する上で中心的な役

割を果たすであろう安田侃彫刻美術館アルテ

ピアッツァ美唄は、昨年開設 25 周年を迎え、

補正予算などで「安田侃まなざし展」、また「安

田侃ブロンズ展」などを開催してきましたが、 

１つ目に、その結果、反響や効果などはどう

だったのか。 

２つ目に、将来ビジョンの素案策定にあた

り、以前、お答えとして、昨年 12月を目途に

と聞いていましたが遅れており、現状はどう

なっているのでしょうか。結果的に年度を跨

ぐことになると思いますが、策定が遅れた要

因について。 

３つ目に、策定内容は、施設のあるべき方

向性、彫刻の維持保全の考え方などのハード

面と、市民が親しみ、芸術文化活動への参加

高揚のあり方に繋がるソフト面などとありま

したが、どのようになっているのか。 

４つ目は、ビジョンを推進するにあたり、

市と市民との間に、いまだ温度差があると感

じますが、その差を埋めるような施策の展開

について、どう考えているのかなど、教育長

に伺います。 

３つに、サテライト・キャンパスについて

です。 

平成 24 年度より開設された美唄サテライ

ト・キャンパスは、本年で６年目を迎え、こ

れまで市民など多くの方が受講されています

し、市内の小中学生や高校生などと合同演奏

会を開催するなど事業を展開しています。 

美唄市まち・ひと・しごと創生総合戦略に

おいては、「ひとの創生」とあり、具体的な施

策として、サテライト・キャンパスによる人

材育成が掲げられ、教育行政執行方針には、

生涯学習の充実として、「市民一人一人が主体

的に学び、地域への愛着を深めながら心豊か

に暮らすことができるとともに、ニーズを的

確に踏まえながら各種講座や連携協定を締結

している大学との協働事業を実施し、学びの

成果をまちづくりやひとづくりに循環・還元

できるように」とあります。 

私は、サテライト・キャンパスが市民にと

って心地よく学び、生涯教育として、協働の

まちづくりとしても、とても重要な取り組み

であると感じています。 

そこでまず１点目に、本年で６年目を終え、

７年目を迎えるにあたり、これまでの実績を

踏まえ、効果検証し、成果などはどうであっ

たのか。 

２つ目は、今後の運営協議会やカリキュラ

ムなどは、本市の目的や位置づけなどとどう

つなげていくのか。 

今後のサテライト・キャンパス事業を進め

る上で、課題などはどうなのか、教育長に伺

います。 

４つに、放課後児童施設の運営体制につい

てです。 

来年度以降、市内小中学校の統廃合がある

と思います。茶志内小学校、そして、峰延小
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学校が、それぞれ中央小学校に統合となると

思いますが、各小学校区にある放課後児童施

設について、学校の統合に合わせた配置をし

なければならないと思いますが、その際、施

設の定員や受入の職員体制、保護者や地域住

民の方への説明などについて、どのような流

れとなり進めていくのか、考え方について教

育長に伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 松山議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、観光行政について、サイクルツー

リズムについてでありますが、自転車活用推

進法が平成 29 年５月から施行され、国では、

関係省庁が緊密な連携、協力のもと、自転車

の活用の推進に取り組むこととしており、北

海道でも自転車を使った観光や交通安全教育

の推進などを目指す自転車条例の制定に向け

た検討がなされ、新年度からサイクルツーリ

ズムに関する取り組みが開始されると承知し

ているところであります。 

次に、市内外へのＰＲや市民周知について

でありますが、これまで、本市が行ってきま

したサイクルツーリズムに関する取り組みに

つきましては、市ホームページやＳＮＳなど

を活用しＰＲするとともに、市民向けの普及

セミナーやイベントなどを通し、より一層の

周知を図っていくこととしております。 

次に、国などとの連携についてであります

が、現在、国や道が中心となって取り組んで

いる「石狩川流域圏会議」や空知総合振興局

の取り組みなどにおいて検討・設定されたサ

イクリングルートの整備やマップ作成等に連

携・協力しているほか、昨年、国の動きも受

け、愛媛県の今治市が中心となり、仮称「自

転車を活用したまちづくりを推進する全国市

町村長の会」の設立を予定しており、国や道

とも連携し、北海道市長会を通じて参画を呼

びかけていくところであります。 

次に、交流拠点施設の新宿泊施設の今後の

展開についてでありますが、新館につきまし

ては、本年４月中旬の供用開始に向け、海外

からのサイクリストを含めた利用客に対応で

きる拠点施設として、サイクルハンガー、多

言語サイン等の整備を行っておりますが、今

後、市ホームページによる告知や観光パンフ

レット等によるＰＲを積極的に行うほか、利

用客の増加への対応として、従業員の採用等

の充実も必要であると認識しているところで

あります。 

次に、ＤＭＯについてでありますが、経過

といたしまして、昨年度に本市の観光を考え

るフォーラム及びワークショップや勉強会を

開催するとともに、全国の先進事例として、

和歌山県田辺市と長野県飯山市を視察したほ

か、冬の観光プログラム開発を目的としたモ

ニタリング調査を実施したところであります。 

今年度は、前年度で得た知見を参考に、観

光地域づくりのためのコンセプトやビジョン

と、市の観光振興に必要な体制づくりについ

て検討するため、関係する団体や事業者の皆

様と意見交換を実施してきたところでありま

す。 

今後、年度内に美唄観光物産協会、市内の

旅行業事業者と市の３者により、美唄の観光

地域づくり推進組織の設立に向けた準備会を

立ち上げ、来年度中に、実施する事業や必要

な組織体制の構築、資金計画などについて検
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討を進めていくこととしております。 

ＤＭＯのメリットといたしましては、現在

策定中の「美唄市観光ビジョン」は、「市の新

たな成長分野として、『観光』を産業の一つに

育てることで、地域の活性化と市民が誇りに

思える観光のまちづくり」を目的としており、

その実現に向けた推進体制として、多様な関

係者との連携を図りながら、地域資源に価値

を生み出すマネジメント機能を有するＤＭＯ

が、その役割を担うものと考えており、美唄

に住んでいることに誇りを持てる地域づくり

につながっていくことがメリットとなるもの

と考えているところであります。 

いずれにいたしましても、３者による準備

会の協議を踏まえ、市としてどのような支援

が必要か検討してまいりたいと考えていると

ころであります。 

次に、観光ビジョンについてでありますが、

策定にあたりましては、「第６期美唄市総合計

画後期基本計画」を上位計画とし、「美唄市産

業振興計画」に掲げている具体的政策にあわ

せ、商工会議所、各界の市民が参画する「経

済戦略会議」や市内の自転車愛好家団体の

方々の意見も伺いながら素案を策定している

ところであります。 

また、計画の期間といたしましては、平成

30 年度から平成 34 年度の５年間としており

ますが、総合計画及び産業振興計画との整合

性を図るため、平成 32年度に見直し、以降は

上位計画と計画期間を連動させることとして

いるところであります。 

なお、今後の予定といたしましては、今月

の議員協議会に素案を提出した後、パブリッ

クコメントを聴取し、そこでの意見を反映さ

せたものをできるだけ早い時期に成案として

公表したいと考えているところであります。 

次に、スポーツツーリズムに関連するもの

といたしましては、サイクリングやスノーア

クティビティを活用した着地型観光商品の開

発や、スポーツイベント、大会及び合宿の誘

致をアクションプランに載せることとしてい

るところであります。 

次に、冬の観光施策についてでありますが、

ゴルフ５カントリー美唄コースにおいて、美

唄市ウインターゴルフ・スポーツ実行委員会

が開催したウインターゴルフやスノーランド

につきましては、道内外のゴルファーやマレ

ーシア、シンガポールなどの国からのインバ

ウンドのお客様に好評を得ていると伺ってい

るところであります。 

また、そのほかにもスキーイベントをはじ

め、雪んこまつりやファットバイク、まちづ

くり向上委員会の主催により開催された雪上

フットゴルフサッカー大会など、特別豪雪地

帯としての地域特性を活かした観光資源があ

ることから、積極的に情報発信するほか、関

係する事業者等と連携して、市内観光施設や

食事などを絡めた着地型の観光商品を開発す

るなど、冬の誘客を推進してまいりたいと考

えているところであります。 

次に、中心市街地や商業者との連携につい

てでありますが、中心市街地の賑わい創出に

つきましては、これまで、地方創生交付金を

活用して、商業組織等が行う買い物バスの運

行支援、まちなか交流広場でのイベント支援、

市民ふれあいサロンの設置による多世代交流

などに取り組んでまいりましたが、今後は、

インバウンドなどの観光客を中心市街地へ誘
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導し、中心市街地の賑わいの創出につなげる

ため、情報発信などを強化するとともに、商

工会議所や商業者とも連携を図りながら、

Wi-Fiなどの受け入れ環境の整備や、商店街、

商業者の自らの取り組みに対して、必要な支

援を行ってまいります。 

次に、市立美唄病院の職員体制について、

医師、看護師など医療スタッフ等の体制につ

いてでありますが、平成 30 年３月現在、医師

は常勤医６名、嘱託医５名の 11 名となってお

り、このほか出張医が、内科、小児科、産婦

人科、眼科、耳鼻咽喉科で、週１回から２回

の診療を行っております。 

また、医師以外の職員数につきましては、

正職員の数で申し上げますと、薬剤科や放射

線科などの医療技術部が 17名、看護部 45名、

事務職 10 名の合計 72 名となっており、この

ほか、看護助手や調理員、ボイラー技士など

の嘱託職員と臨時職員を配置しているところ

であります。 

なお、医師等の充足状況につきましては、

医療法による標準医師数８名に対し、現在、

常勤換算で９名となっており、看護師につき

ましても、病棟の配置基準を満たしていると

ころであります。 

次に、新病院における医療スタッフ等の確

保の見通しにつきましては、これまでも、大

学医局への医師派遣要請や民間紹介会社への

登録、ホームページでの募集、人脈による求

人活動などを継続しておりますが、２年後に

常勤医２名が定年を迎えますことから、医師

の確保につきましては、最大限の努力をして

まいりたいと考えております。 

また、全国的に勤務医の負担が増えている

状況から、医師の指示のもと、診断書の作成

などを行う医師事務作業補助者について、平

成 30 年度から配置することとしております。 

いずれにいたしましても、医師や医療スタ

ッフの確保におきましては、新病院の機能な

どもＰＲしながら、全力で取り組んでまいり

たいと考えているところであります。 

次に、消防行政について、火災予防につい

てでありますが、火災予防の対応につきまし

ては、春と秋の火災予防運動の期間中に、消

防職員と消防団員で一般家庭全世帯の査察の

実施や市内全域にわたり、火災予防の広報活

動を実施しているところであります。 

また、期間中には市内のスーパーの駐車場

をお借りして、街頭防火宣伝を実施し、消防

車両の展示やＰＲグッズなどの配布を実施す

るとともに、消火器の取り扱いや煙体験ハウ

スを使用して煙の性質を知ってもらう体験を

行っているところであります。 

さらに、年間を通じて各事業所や各町内会

等での避難訓練や防火講演などを行い、防火

意識の向上を図り、子どもたちに対しては、

雪んこまつりや各種イベントなどで、はしご

車の展示や防火服の試着などの体験型のＰＲ

宣伝を行っているところであります。 

次に、事業所の防火対象物や危険物施設に

つきましては、防火対象物などの危険性に伴

い、年次計画に基づき査察を行い、不備事項

があれば改善指導を行っているところであり

ます。 

次に、住宅用火災警報器の設置状況につき

ましては、一般住宅において、設置が義務化

となって 11 年が経過しているところであり

ますが、住宅用火災警報器の設置率につきま
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しては、全国平均の 81.7％に対しまして、本

市の設置率は 90％となっているところであり

ます。 

なお、住宅用火災警報器の電池や容器の対

応年数が、おおむね 10 年となっていることか

ら、今後も設置の指導や維持管理のお願いを

査察時や防火講演などのさまざまな活動の中

で行い、設置率 100％の実現に努めていると

ころであります。 

なお、火災の発生状況につきましては、消

防長から答弁をさせます。 

●議長小関勝教君 消防長。 

●消防長相馬一司君 火災の発生状況につき

ましては、私から答弁させていただきます。 

過去３年間の火災件数を申し上げますと、

平成 27 年は建物火災３件、車両火災６件、そ

の他火災３件で、合計 12 件の火災が発生し、

負傷者が２名となっております。 

平成 28 年は建物火災６件、その他火災１件

で、合計７件の火災が発生し、死者が２名、

負傷者が２名となっております。 

平成 29年は建物火災 11件、車両火災３件、

その他火災２件で、合計 16 件の火災が発生し、

死者が３名、負傷者が４名となっております。 

過去５年間の火災件数の平均につきまして

は、12 件となっております。 

また、本市の平成 29 年に発生した建物火災

11件のうち、放水活動を行った建物火災７件

につきましては、通報から放水開始までの平

均時間は 13分となっており、全国の建物火災

で 84％が 15 分以内に放水されていることか

ら、本市も全国と同程度の時間内で放水を開

始しているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 松山議員のご

質問にお答えいたします。 

初めに、東京オリンピック・パラリンピッ

ク事前合宿誘致についてでありますが、本市

における東京オリンピック・パラリンピック

の事前合宿誘致実現のために、これまで関係

機関では、東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会組織委員会、日本オリンピック委

員会、日本パラリンピック委員会などを訪問

し、各競技団体では、日本卓球協会、日本山

岳協会、日本バドミントン協会、日本ハンド

ボール協会、日本車いすバスケットボール連

盟、日本ブラインドサッカー協会などを訪問

し、各競技団体の合宿条件などの情報収集を

行うとともに、一部の競技団体には、複数回

訪問しＰＲをするなど、合宿誘致に取り組ん

でまいりました。 

さらに、東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会に向けた講演会や合宿誘致に関す

る研修会、フォーラムに参加したほか、札幌

市で開催された北海道スポーツ国際交流フェ

アにおいて、事前合宿誘致のブースの開設と

プレゼンテーションを行い、中国、韓国、シ

ンガポール、カザフスタンなど、約 30 カ国の

参加者にＰＲを行ったほか、30 カ国中 14 カ

国の担当者と直接交渉を行ってまいりました

が、その後の問い合わせなどはなく、また、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会

組織委員会や全国知事会が運営するキャンプ

ガイドサイトに、市のスポーツ施設や宿泊施

設の情報を掲載しましたが、これについても

問い合わせなどはありませんでした。 

今年度は、カナダパラリンピック委員会及

びカナダ車いすスポーツ協会の委員が訪れ、
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車いすラグビーの事前合宿地としての視察を

受け入れ、練習会場の総合体育館、宿泊施設

のゆ～りん館を案内しましたが、新千歳空港

からの移動距離が長いこと、総合体育館に空

調設備がないこと、宿泊部屋が畳であること

などから、合宿地には選定されませんでした。 

これまでの約３年間にわたる東京オリンピ

ック・パラリンピック事前合宿誘致に関する

情報収集や誘致活動の結果を踏まえ、本年２

月、庁内検討委員会において、東京オリンピ

ック・パラリンピックの事前合宿誘致につい

ては、スポーツ振興を通じた健康都市づくり

を推進するための施策の１つではあるが、本

市における合宿の受け入れにあっては、主に

練習施設となる総合体育館の照明器具、空調

設備、トイレ・シャワー室などの大規模な改

修が望ましいが、財政状況上、極めて難しい

こと、外国人選手の受け入れにあっては、言

語や食事の対応などの受け入れ体制の課題が

あること、比較的可能性のある途上国、新興

国やパラリンピック種目については、交通費

等の経済的支援を求められることなど、これ

までのオリパラの事前合宿誘致の取り組みを

通じて、解決が困難な課題があると判断した

ところでございます。 

これら課題を踏まえ、今後におきましては、

オリパラ誘致活動を行わず、既存施設を活用

し、学生・社会人等を対象としたスポーツ合

宿誘致への方向転換を検討すべきとの結論に

至り、３月の政策会議において最終決定した

ところであります。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、市内にあるスポーツ施設を活用し、学生・

社会人等を対象としたスポーツ合宿誘致に取

り組んでいくほか、体育センターにある本格

的なクライミング壁をＰＲし、合宿誘致はも

ちろん、大会開催誘致など、他の自治体には

ない特色を活かし、スポーツ振興に進めてま

いりたいと考えております。 

次に、アルテビジョンについてであります

が、初めに、安田侃のまなざし展についてで

ありますが、昨年 10 月７日から 16 日までの

９日間の日程で開催し、期間中、約 2,000 人、

１日平均約 220 人の来館者があり、前年同月

の１日平均来館者約 60人と比較しますと、10

月 14・15 日のイタリア人のオペラ歌手を招い

て開催したコンサートの入場者約 600 人を差

し引いても、来館者が増えたものと思われ、

一定の成果があったものと考えております。 

次に、安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ

美唄のビジョン素案の作成が遅れた経過につ

いてでありますが、素案の作成につきまして

は、昨年５月中旬に作家と教育委員会におい

て、施設のあり方について意見交換を行い、

その後、７月に３回、施設整備や管理体制の

あり方や財源確保の可能性、新たな美術館の

必要性について、ＮＰＯ職員や一部の理事と

意見交換をし、８月に将来ビジョン策定に向

け、庁内検討委員会を設置し、設置目的や今

後の策定スケジュールについて確認したとこ

ろでございます。 

その後、９月から 10 月にかけては、台湾か

らのインセンティブツアーへの対応や、まな

ざし展の開催準備のため、作業をいったん中

止したところであります。 

その後、11月になり、一般社団法人地域総

合整備財団、通称ふるさと財団の地域再生マ

ネージャー事業を活用し、外部専門家から本



 - 76 - 

市文化財などの活用や、本美術館の方向性に

ついてご意見をいただくとともに、これまで

に集められた意見などを参考に、12月に再度、

ＮＰＯ法人から意見を聞き、その内容をもと

に、本年１月下旬から２月中旬にかけて、庁

内検討委員会を１回、その他庁内検討委員と

の個別意見交換を３回行い、２月下旬に素案

の内容を作家に説明し、ご理解をいただいた

上で、２月 26 日の経営会議に諮り、素案の決

定をしたところでございます。 

次に、素案に示す内容についてであります

が、ビジョンの期間は平成 30 年から 10 年間

とし、構成としては、現状と課題を整理し、

施設の状況などを把握した上で、施設及び作

品の保全策、新たな美術館棟の整備や財源確

保等、具体的な施策やスケジュール予定につ

いて記載しているところでございます。 

次に、市民理解についてでございますが、

平成 29 年に実施された観光振興課のアンケ

ート調査によりますと、市民の興味度が低い

傾向にありますことから、今後、本美術館に

ついて、広報紙やさまざまな機会を通じてＰ

Ｒし、本美術館の価値や魅力を市民の皆さん

に知っていただくことで、理解者、協力者を

増やしていくとともに、指定管理者と定期的

に開催する会議の中でも市民理解を深める方

法について検討してまいりたいと考えており

ます。 

次に、サテライト・キャンパスについてで

ありますが、平成 24 年度から本年度まで６年

を経過したところであり、これまでに開催し

た講座数は 77 講座で、毎年度、13 講座程度

実施してまいりました。 

受講者につきましては、延べ 1,450 名に受

講していただきましたが、年々受講者が減少

傾向にあることから、平成 27 年度からは、よ

り魅力的な講座となるよう生涯学習の視点に

立った市民教養講座を充実させるとともに、

平成 28 年度からは、市職員の研修、道民カレ

ッジ連携講座として位置づけ、受講機会の充

実に努めてきたほか、これまで市民カレッジ

として無料で実施してきた講座をサテライ

ト・キャンパス事業の中で、「びばいふれあい

講座」として引き継ぐなど、この６年間の中

で、受講者の掘り起こしに努めてきたところ

でございます。 

また、連携する大学との協働事業において

は、それぞれの大学の知見を活用し、主に子

どもたちを対象とした事業を展開しており、

特に、平成 26 年度から実施している札幌大谷

大学との協働事業である「オオタニアートキ

ャラバン in美唄」では、毎年１校程度の市内

の小中学校を会場に、小学校の図工、中学校

の美術の時間を活用し、学生との創作活動や

札幌市の美術館などに行かなければみること

のできないような美術作品を見られるなど、

子どもたちは、この協働事業を通じて、貴重

な体験をしているところでございます。 

この取り組みに対して、中学校の美術の先

生からは、「アートキャラバンを経験している

子どもたちは、中学校の美術への取り組む姿

勢がよくなってきている」と評価をいただい

ているほか、大学からは、「アートキャラバン

に参加した学生の教員採用に合格する学生が

増えている」との評価をいただき、本市及び

大学にとって、win・winの効果がある事業で

あると判断しております。 

このほか、サテライト・キャンパス事業を
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実施している中で、自主活動グループの発足

や市民の方が講師となり講座を開催するなど、

サテライト・キャンパス事業に広がりが見ら

れていることから、地元で高等教育を受ける

機会が少ない市民にとって、このサテライ

ト・キャンパス事業は、生涯学習機会の提供

の場やまちづくりを担う人材養成の場として

着実に浸透しているものと判断しており、教

育委員会といたしましては、より一層、事業

の充実に努めてまいりたいと考えております。 

次に、サテライト・キャンパス事業を進め

る上での課題についてでありますが、サテラ

イト・キャンパス事業は、美唄市、教育委員

会、美唄商工会議所、美唄観光物産協会、美

唄地域人材開発センター運営協会を構成団体

として設立された運営協議会と、札幌国際大

学、札幌大学、札幌大谷大学、酪農学園大学

との協議の中で、食・農・環境などを活かし

た新たな地域づくりを進める意欲ある人材を

育成するとともに、生涯学習講座の受講を通

じて、住みなれた地域で豊かさを実感できる

暮らしを実現させることを目的に、毎年度、

時代状況に応じた内容を選択した中で展開し

ているところでありますが、市外からの参加

割合が低いことが課題となっているところで

あります。 

このため、今後におきましては、市内の事

業者や従業員、市民にとどまらず、周辺市町

の住民の利用も促進し、本市が南・中空知圏

における広域的な人材育成の拠点となるよう、

協力大学等の全面的な協力をいただくととも

に、運営協議会のネットワークをフル活用し、

市外の事業者や従業員の受講者の増加を目指

していきたいと考えております。 

次に、放課後児童施設の運営体制について

でありますが、茶志内小学校と峰延小学校に

つきましては、中央小学校と統合することと

なっており、対象の小学校に通う児童は、同

一区内の放課後児童施設を利用することとな

っております。 

このため、中央小学校に通学する児童は、

中央小学校区の放課後児童施設の利用となり

ますが、その場合、閉校となる小学校区域の

施設は廃止となり、受け入れ先の学区の放課

後児童施設には、受け入れに対応する定員増

などの検討が必要となってくることから、こ

の統廃合の手続きにあわせ、放課後児童施設

の適正定員について、今後速やかに整理して

まいりたいと考えております。 

次に、職員体制についてでありますが、国

の運営指針に照らし合わせながら、地域事情

や個々の児童の様子も勘案し、児童が安全に

施設で過ごすことができるよう、必要な職員

を配置しているところですが、統合により利

用者が増え、職員の負担も多くなることが予

測されることから、今後、定員の見直しとあ

わせ、職員体制についても適正配置に努めて

まいりたいと考えております。 

次に、統合に関連した放課後児童施設につ

いての地域説明についてでありますが、統廃

合の説明会の場で、保護者の皆様から放課後

児童施設の利用にかかる質問が寄せられてい

たため、保護者の皆様には、統合先の学校放

課後児童施設に入所できる旨、説明してきて

いるところですが、今後についても関係する

保護者等から相談があった際には、施設利用

に対して、丁寧な説明をしてまいりたいと考

えております。 
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●議長小関勝教君 ３番、松山教宗議員。 

●３番松山教宗議員 自席より再質問をしま

す。 

１点目は、サイクルツーリズムについてで

すが、サイクルツーリズム推進を図るため、

その受入環境の整備としてのゆ～りん館宿泊

棟の増築ですが、これらを展開することによ

り、本市への経済効果をどのように考えてい

るのか市長に伺います。 

２点目は、中心市街地や商業者との連携に

ついてですが、Wi-Fi の整備について、平成

28年の一般質問で、商業者に対して助成制度

の周知を行う旨の答弁をいただいたところで

すが、その後の経過はどのようになったのか

を伺います。 

また、中心市街地活性化のための地方創生

交付金を活用した事業を行っていますが、交

付金が平成 30年度で終了します。交付金終了

後は、どのような支援などを考えているのか

市長に伺います。 

３点目は、市立美唄病院の職員体制につい

てですが、新病院に向けては、救急医療や透

析診療の維持、安定的に勤務される、また、

かかりつけ医といわれる総合診療医の確保は

もとより、人材育成や医療に関する専門知識

を持つプロパーといわれる事務職員の配置な

ども重要であり、しっかりと市民に愛され親

しまれる病院づくりを行うことが、とても大

切であると考えますが、市長の考え方につい

て伺います。 

４点目は、火災予防についてですが、今後

の具体的な火災予防の啓発について、新たな

取り組みなど、そして、市民の火災予防意識

を数字で確認することも必要でありますので、

本市が取り組んでいるまちづくり市民アンケ

ートを活用し、意識調査をはかるなど、今後

の予防に繋げていくよう試みてはいかがでし

ょうか。 

また、保育園や幼稚園の子どもたちを守る

ため、火災予防の関心へと繋がる対応、さら

には、大規模工場などへの予防対策について

一層強化して行く必要があると考えますが、

今後どのように火災ゼロへ向けて進めていく

のか市長に伺います。 

５点目は、東京オリンピック・パラリンピ

ック事前合宿誘致についてです。 

今後、誘致活動を実施せず、既存施設を活

用し学生や社会人等を対象にしたスポーツ合

宿誘致に方向転換されると判断されました。

誠に残念ではありますが、現状を考えますと

懸命な判断をされたと思います。受け入れる

には諸々の課題があることも浮き彫りとなり

ましたし、方向転換し、引き続きスポーツ合

宿誘致をするには、まず総合体育館のトイレ

の洋式化とシャワーなどの改修が重要である

と思います。 

そこで、これまでも質問をしてきましたが、

市民にとっても最も必要なスポーツ拠点、屋

内体育施設でありますので、財政は厳しいと

はいえ、市民サービスにも直結しますので、

早急に対応すべきと考えますが、教育長に伺

います。 

６点目は、サテライト・キャンパスについ

てです。 

これまでの事業効果として、連携する大学

との協働事業においては、子どもたちを対象

とする事業で、本市にとっても、大学にとっ

ても win・win の効果がある事業であると判断
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しているようですが、現在、まちづくり市民

団体が地域資源を活かし、子どもを対象にし

たチョークアートのような事業を展開してお

り、これは市民参加型の楽しく明るい取り組

みであると思います。このような取り組みを

サテライト・キャンパス事業の協働事業でお

り込むなど、各大学とより一層の連携の中、

展開していくことが、本市が実施するサテラ

イト・キャンパスの特色、特異性として発揮

できるものと考えますが、教育長の考えを伺

います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 松山議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、サイクルツーリズムを展開するこ

とによる本市への経済効果についてでありま

すが、新館のオープンにより、利用客の増加

が見込まれることによって、本市にもたらす

経済効果といたしましては、平成 28 年度に実

施した経済効果調査によりますと、交通費や

飲食費、お土産代などを含めた宿泊観光客一

人当たりの消費単価は、１万 6,729 円と推計

され、年間 3,000 人の利用見込みで、5,018

万 7,000 円、入湯税で 30万円の経済効果があ

るものと試算されているところであります。 

次に、Wi-Fiの整備についてでありますが、

商業者に対する Wi-Fi 整備の支援につきまし

ては、商工会議所を通じて、商業者に対して、

国などの補助事業について情報提供を行った

経緯がございますが、これまで、そうした整

備がされた事例はお聞きしていないところで

すので、引き続き、情報提供などに努めてま

いりたいと考えております。 

次に、地方創生交付金を活用した事業につ

きましては、これまで、中心市街地元気創出

事業によるイベント開催などを行っておりま

すが、平成 30 年度が交付金を活用した事業の

最終年となることから、その後のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、今後、中心市街

においても増加が予想されるインバウンド客

などへの対応も含め、観光振興、経済振興の

両面からの事業展開が図られるような支援を

検討してまいります。 

次に、市民に親しまれる病院づくりについ

てでありますが、市立病院は、市内唯一の救

急告示病院として、多くの救急患者を受け入

れているほか、透析医療を担っており、今後

もその機能を維持継続していくこととしてお

ります。 

また、新病院に向けては、地域医療に意欲

のある総合診療医や看護師等の確保に最大限

努めるとともに、人材の育成や専門的知識を

持つ職員の配置、在宅医療の支援体制や入退

院支援の強化など、より一層、患者さんやご

家族の目線に立った医療サービスを推進し、

市民の皆さんに親しまれる病院づくりに努め

てまいりたいと考えているところであります。 

次に、消防行政について、今後の具体的な

火災予防の啓発活動についてでありますが、

事業所などに対しましては、火災予防条例の

改正を行い、平成 31 年４月１日から「違反対

象物に係る公表制度」が施行されることとな

っております。 

この制度は、不特定多数の人が出入りする

建物や容易に避難することが困難な人が利用

する建物において、重大な消防法違反がある

場合に、利用者にその建物の情報を消防本部
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のホームページに公表する制度となっている

ところであります。 

この条例の改正は、利用者の安全を第一に

考え、重大な消防法令違反を起こさないよう

に建物の関係者に対し、防火意識の向上を目

指すところであります。 

市民アンケートにつきましては、今後の火

災予防の参考とするため、市民の皆様が火災

予防について、どの程度、積極的に考え、取

り組んでいるかを知る調査として、本市が行

っておりますまちづくり市民アンケートにお

り込んで、アンケートの実施を早急に取り組

んでまいりたいと考えているところでありま

す。 

次に、保育園や幼稚園の火災予防啓発につ

きましては、本市３カ所の保育施設において、

平成４年から幼年消防クラブを設立し、正し

い火の取り扱いなどに関心を持ってもらう取

り組みを行っているところであります。 

また、小学生の高学年を対象とした少年消

防団員の設立につきましても、今後取り組ん

でまいります。 

さらに、ピパの子保育園のような大きな建

物を利用した消防訓練やスクールバスを利用

している保育園などに対しましては、スクー

ルバスから出火した火災想定訓令を行うこと

としているところであります。 

大規模な工場などにつきましては、昨年の

２月に埼玉県で発生した大規模な倉庫火災を

教訓にして、市内の大規模な工場と連携を図

り、各事業所で設立している自衛消防隊と合

同の消防訓練を行うこととしております。 

いずれにいたしましても、市民への火災予

防の啓発活動につきましては、今後も消防職

員と消防団員が協力して、査察や防火宣伝な

どを行い、市民の防火意識のさらなる向上に

努めてまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 松山議員の質問にお答

えいたします。 

総合体育館のトイレ洋式化並びにシャワー

室の改修についてでありますが、東京オリン

ピック・パラリンピック事前合宿誘致に関連

した整備には、床暖房用の配管など、複数の

床下配管の関係から大規模改修を見送ったと

ころでございます。 

しかしながら、総合体育館を利用しており

ます市民の方々からは、和式トイレは使用し

づらいとの声もありますことから、今後、改

修規模を含め、どのような改修の方法が良い

のか、工事担当部局と協議してまいりたいと

考えております。 

次に、地域資源を活かした事業展開につい

てでございますが、昨年、障がい者雇用によ

りチョークを生産している地元企業のご協力

をいただき、市内のまちづくり団体が中心と

なり、農道離着陸場で子どもたちに思い思い

の文字や絵を描いてもらうイベントを企画実

施されたところでございます。 

この取り組みは、地元産チョークを使って、

子どもたちがアートに親しむことのできる有

意義な取り組みでありますことから、教育委

員会といたしましては、この取り組みについ

て、次年度のサテライト・キャンパス事業の

講座や子どもたちに人気のある協働事業のア

ートキャラバンの中で、黒板など学校の施設

を活用し実施していただけるよう、協力大学

に働きかけてまいりたいと考えております。 



 - 81 - 

●議長小関勝教君 次に移ります。８番、吉

岡文子議員。 

●８番吉岡文子議員（登壇） 2018年第１回

定例会にあたり、大綱２点について、市長及

び教育長に質問をいたします。 

今日、３月 20 日は女性の権利と世界平和を

目指す国際女性デーです。世界各国で記念行

事や催しが開催されています。20 世紀初頭の

アメリカにおける女性の社会主義運動に端を

発し、女性の選挙権獲得を求めて女性デーと

して集会を行った 1909 年２月の最終日曜日

が起源とされています。 

1910年に開催された第２回国際社会主義女

性会議、コペンハーゲンにおいて、クララ・

ツェトキン、ドイツの社会主義者で女性運動

指導者らが、女性問題に関わるあらゆる要求

を国際連帯のもとに取り組んでいこうと国際

女性デーを提唱しました。多数の賛同を得て

採択されました。このことを契機に、以降、

女性デーは世界的に広がっていきました。 

国連では、国際女性年、国際婦人年、1975

年に初めて国際女性デーが実施され、1977 年

には、国連総会で国際女性デー、３月８日が

決議されました。 

残念ながら日本では、全世界 144 カ国以上

のうち、女性の社会進出については、140 位

以下と非常に低いものとなっております。こ

の日本の小さな美唄という自治体ではありま

すけれども、女性の社会的な向上のために私

も働いていきたいと、この日は常に考えてお

ります。 

大綱の１点目は、市政執行方針について、

市長に質問いたします。 

その１点目は、観光・交流についてです。

2018年２月の日本政府観光局の統計によると、

昨年 12 月の訪日外国人観光客数は、前年同月

比で 23％増の 252 万 1,000人で、12 月として

過去最高を記録したとのことです。 

2017年の年計は、前年比 19.3％増の 2,869

万 1,000 人で、日本政府観光局が統計をとり

はじめた 1964年、これは東京オリンピックの

年ですけれども、以降、最高となったそうで

す。国別の内訳は、中国が１位で 735 万人、

韓国が２位で 714 万人、台湾が３位で 456 万

人、香港が４位で 223 万人、アメリカが５位

で 137 万人、１位２位の中国、韓国は、初め

て 700 万人台を突破しました。中でも韓国は、

前年比 40.3％増と大きく増やしました。これ

は、韓国を訪れる日本人が減少傾向にあるの

と対照的と言われます。 

香港や台湾の日本の人気は驚くほどで、人

口 2,350 万人の台湾の５人に１人、人口 70 万

人の香港の３人に１人が、日本を訪れている

ことになるそうです。かつては想像もつかな

かった感がありますが、まさに私たちを取り

巻く状況は、常識を超える規模と速度で様変

わりしていると言えます。そういった中にお

いて、本市においても、観光交流に取り組も

うとしているのだと私は感じます。 

そこで、次の点について質問をいたします。 

１つは、観光客数の推移について、観光客

入込数と、サイクリングに関する入込数につ

いて。 

２つには、市内のサイクリングコースの周

知と整備について。 

３つには、管内自治体との連携についてお

伺いをいたします。 

市政執行方針の２点目は、公共交通につい
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て伺います。 

地方に暮らす住民にとって、公共交通は欠

かせないものです。市政執行方針の中では、

料金改定の検討を開始するとありました。こ

の点について、質問をいたします。 

１つには、料金の状況について。 

２つには、料金改定の基本的考えについて

お伺いをいたします。 

市政執行方針の３点目は、こどもの貧困実

態調査について質問をいたします。 

この点については、昨年９月の定例会で調

査をお願いした経緯があります。 

厚生労働省が発表した 2016 年国民生活基

礎調査で、こどもの貧困率は、2015年時点で

13.7％、７人に１人でした。３年置きに調査

しており、過去最悪だった前回から、2.4 ポ

イント下がりました。この改善は 12年ぶりで

す。厚生労働省は、雇用状況がよくなり、子

育て世帯の所得の増加が主な原因と分析して

いますが、ただ、先進国の中では、依然とし

て高めの水準にあります。特に、シングルマ

ザーなど、ひとり親を取り巻く状況は厳しく、

引き続き対策が求められています。 

こどもの貧困率は、平均的な所得の半分に

満たない家庭で暮らす 18 歳未満の割合を示

しているものです。同じ方法で算出した全世

代の相対的貧困率も 0.5ポイント減の 15.6％、

世帯類型別では、大人１人で子どもを育てる

世帯の貧困率が 50.8％と極めて高いものにな

っております。 

経済協力開発機構ＯＥＣＤの直近のデータ

では、加盟国など 36 カ国の平均は、こどもの

貧困率が 13.3％、相対的貧困率が 11.4％で、

日本はこれらを上回っています。また、子ど

もがいる女性のうち、仕事がある人は 67.2％

で、前年調査から 4.1 ポイント増加、子ども

の年齢が上がるにつれて働く割合は増えてい

ますが、非正規雇用が大半を占めるといわれ

ています。 

こどもの貧困実態調査について、その１つ

は、調査の対象と調査項目等について、どの

ように考えておられるのか。 

また、スケジュールについてはどのように

なっているのか、お伺いをいたします。 

大綱の２点目は、教育行政執行方針につい

て、教育長に質問をいたします。 

その１つは、児童生徒の読書推進について

です。 

この点について、教育行政執行方針の中に

は、明確な文言での報告はありませんでした

が、当然のことなので、改めて言及がなかっ

たものと考えます。 

昨年の第１回定例会で、日本共産党議員団

議員が質問をしております。私は、文部科学

省が毎年実施している全国一斉学力テストに

は、全面的に反対の立場です。当初から比較

するものではないと言っていたのが、最近で

は、学力テスト上位圏ランキングが歴然とな

り、マスコミでもこれらを取り上げておりま

す。しかし、たかが１日のテスト成績でラン

キングされる児童生徒のストレス、また、教

員のストレスは大きいものがあるはずですし、

教員の負担も計り知れないものがあると感じ

ます。 

先日、福井県議会議員の一人が、新聞の記

事にこう申していました。それは福井県内で

の学力テストをめぐる教員の超過勤務の状況

改善を図るための動きについてでした。その
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県議会議員が「福井県は、学力上位圏ではな

くて、学力テストの上位圏だ」と言っていま

したが、まさにそのとおりだと感じました。

児童生徒に一番必要なのは、読解力ではない

でしょうか。どんな場面においても、この力

がなければ理解にはつながらないからです。

また、道徳を教科化しても、外部からの働き

かけで、果たして道徳は身に付くものでしょ

うか。やはり一番の基礎は、しっかりとじっ

くりと本を読むことができるという点が大事

です。学校のテストに左右されるのは、長い

人生においては、大学まで最短で 16年、その

後に人生をどう生きるのか、その指針となる

のが読書によって身に付けた力だと私は考え

ます。 

そこで、児童生徒の読書推進について、１

つには、市内小中学校における読書活動の取

り組みについて。 

２つには、市内小中学校過去３年間の図書

費の予算額の推移について質問いたします。 

次に、学校図書の充実と学校司書について

質問します。 

ほとんど無人で貸し出しの時だけ開く図書

室と、学校司書のいる図書室では、賑わいが

全く違うと言われています。子どもの興味を

引き出す本の紹介や調べ学習に対応するなど、

その役割は大きいものがあります。 

質問の１つには、道内にも学校司書を置い

ている自治体があると聞いていますが、その

配置状況はどのようになっているのか。 

２つには、本市においての学校配置の今後

の考え方についてお伺いをいたします。 

教育行政執行方針の２点目は、不登校対策

について質問をいたします。 

１つには、市内の不登校と規定される実態

についてです。 

２つには、その対応です。教育行政執行方

針では、対応の最終目的が学校復帰ととれる

ような表記がありますが、私は、この点につ

いては立場が異なります。最終目的は、本人

が決めるべきものであり、教育委員会の考え

方を押し付けるのは違うのではないでしょう

か。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針について、観光・交

流についてでありますが、観光客数の推移に

つきましては、空知総合振興局が行っており

ます観光入込調査では、平成 27 年度が 30 万

3,133 人、平成 28 年度が 30 万 872 人、平成

29 年度９月末現在では 19 万 2,862 人と、ほ

ぼ横ばいの状態で推移しているところであり

ます。 

また、サイクリングに関する入込数につき

ましては、正確には把握はしておりませんが、

以前にもまして、アルテピアッツァ美唄など

の観光施設や農村地域にサイクリストが訪れ

ていることを実感しているところであります。 

なお、サイクリングイベント「北海道そら

ちグルメフォンド」や「びばいカントリーラ

イド」の参加者につきましては、平成 26 年度

は 443 名、平成 29 年度は 907 名、平成 27 年

度と 28 年度につきましては、美唄市以外のコ

ースでの実施及び台風の影響により中止にな

ったところであります。 

次に、市内のサイクリングコースの周知と

整備についてでありますが、平成 28 年度にサ
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イクリングコースを設定し、これまで、市の

ホームページや道内のサイクリングコースを

紹介するサイクルツーリズム北海道推進連絡

会による冊子への掲載とともに、美唄サイク

リングマップを作成し、美唄駅やゆ～りん館

など、主要施設への配布など、周知を図って

きたところであります。 

今後におきましては、市民周知と理解を図

るため、サイクリングに関する情報を広報紙

メロディーやインターネット等を通じて周知

を図ってまいりたいと考えているところであ

り、コースの整備につきましては、サイクリ

ストの受け入れ環境の充実に向けて、必要な

整備を行ってまいります。 

次に、管内自治体との連携についてであり

ますが、平成 24 年 10 月に設置されました７

市１町で構成される「サイクルツーリズム空

知推進連絡会」や「石狩川流域圏会議」を通

じて、平成 26 年からサイクリングイベント

「北海道そらちグルメフォンド」の開催及び

サイクリングルートの整備やマップの作成な

ど、広域的なサイクルツーリズムの取り組み

を推進しており、今後とも引き続き実施する

ほか、情報交換など管内自治体との連携を図

ってまいりたいと考えているところでありま

す。 

次に、公共交通機関の料金の現状について

でありますが、料金体系につきましては、市

民バスは一律 200 円となっており、乗合タク

シーは、自宅までの距離に応じて 200 円から

400円の料金となっているところであります。 

次に、料金改定の基本的な考え方について

でありますが、市民バスの運賃につきまして

は、平成 14 年度の運行開始時から現在まで料

金改定を行っていないところであります。 

しかしながら、車両の老朽化に伴い、平成

26 年度から平成 28 年度にかけて、４台の車

両を更新したことにより、平成 30 年度以降、

新たな費用負担として、車両更新に係る経費

の増や諸経費の増など、運行に伴う経費が増

加してきていますことから、一定の料金改定

について検討してまいりたいと考えていると

ころであります。 

次に、乗合タクシーにつきましては、美唄

市地域公共交通網形成計画におきまして、収

益率の改善を目的として、運賃の値上げを計

画しておりますことから、昨年 12 月に利用者

を対象にした料金改定に関するアンケート調

査を実施したところ、東地区乗合タクシーで

は 100％、西地区乗合タクシーでは 82.7％の

方から、「値上げはやむを得ない」との回答を

いただいたところであります。 

このことを踏まえて、今後、近隣市町村の

状況等を調査し、料金改定について検討して

まいりたいと考えております。 

次に、こどもの貧困実態調査についてであ

りますが、対象といたしましては、市内の保

育所や幼稚園等を利用する保護者や小学生及

び中学生の保護者を予定しており、調査項目

等につきましては、昨年、北海道が実施した

北海道子どもの生活実態調査を参考にしてい

くこととしております。 

次に、調査のスケジュールにつきましては、

平成 32 年度から始まるびばいっこすくすく

プランの第２期の計画策定に向けた子ども・

子育て支援に関するニーズ調査にあわせて、

平成 30 年度中に実施を予定しているところ

であります。 
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●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 吉岡議員のご

質問にお答えいたします。 

初めに、児童生徒の読書推進についてであ

りますが、昨年７月に文部科学省が公表した

「子供の読書活動の推進等に関する調査結

果」によりますと、読書時間、読書冊数とも

に学年が上がるにつれ減少傾向にあり、１カ

月で読んだ本の冊数が０冊と回答した児童生

徒の割合は、小学校で１割未満、中学校で１

割から２割、高校生が３割から４割という結

果が公表されたところでございます。 

この調査では、読書離れの要因として、小

学生では、テレビやゲームの時間、中学生・

高校生ではメールの時間、高校生では、特に

部活動や塾の時間が長いほど読書の時間が短

くなる傾向があると分析しているところでご

ざいます。 

本市におきましても、本年度実施した全国

学力・学習状況調査の結果からも、テレビや

ゲームの時間が長く、家庭学習や読書の時間

が短い傾向にあることから、確かな学力育成

プランの中で、家庭での読書週間の確立、「家

読」の取り組みが明記されているところであ

ります。 

読書活動に対する各学校の取り組みにつき

ましては、「朝読書」、読書推進習慣や図書室

の推薦本の紹介、一斉読書の時間や感想文コ

ンクール等を実施しているとともに、市立図

書館からは、移動図書館や学級図書の配本を

受け、また、学校ボランティアによる読み聞

かせの時間を設定するなど、読書の習慣化に

努めているところでございますが、読書の習

慣化に向けましては、学校の取り組みだけで

はなく、家庭との連携が必要であることから、

今後におきましては、学校での読書環境の充

実について、計画的な取り組みにあわせ、学

校だより等を通じ、家庭での読書習慣の確立

に努めてまいりたいと考えております。 

次に、市内小中学校３年間の図書費の予算

額の推移についてでありますが、平成 28 年度

の小学校図書費の予算額は、74 万 1,000 円、

平成 29 年度は 126 万 6,000 円、平成 30 年度

は 192 万 6,000円、平成 28 度の中学校図書費

の予算額は 40万 6,000円、平成 29 年度は 67

万 6,000 円、平成 30 年度は 88 万 7,000 円と

なっております。 

また、図書購入にあたっては、ふるさと納

税で青少年育成基金に寄せられた財源を平成

29 年度から平成 31 年度までの間、学校図書

館図書費購入支援分として、小学校１校あた

り10万5,000円、中学校１校あたり６万7,500

円多く配分されているところでございます。 

次に、平成 29 年度における道内における学

校司書の配置状況についてでありますが、空

知管内の市につきましては、現在のところ、

学校司書は配置されておりませんが、全道 18

市において学校司書の巡回勤務や学校の希望

により市立図書館から図書館司書の派遣など

が実施されているところでございます。 

教育委員会といたしましては、平成 27 年の

学校図書館法の改正により、学校司書の配置

が努力義務化されたことを踏まえ、学校図書

や児童生徒の教育について、十分な知識・技

能を備え、司書教諭等とも連携しつつ、学校

図書館の運営・管理や学習支援等を行う学校

司書の配置については、重要であると考えて

おりますことから、引き続き、配置に向け検
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討してまいりたいと考えております。 

次に、不登校対策について、市内の不登校

の実態についてでありますが、過去３年間に

おける年間 30 日以上学校を欠席した不登校

児童生徒は、１月時点で、平成 27年度、小学

校４名、中学校９名、計 13 名、平成 28 年度、

小学校１名、中学校 22名、計 23 名、平成 29

年度は小学校１名、中学校 17 名、計 18 名で

あります。 

その主な要因といたしましては、友人関係、

集団不適応等となっております。 

次に、不登校児童生徒への対応についてで

ありますが、各学校では、不登校児童生徒を

支えるため、生徒指導にかかる校内委員会を

設置し、担任を中心に家庭訪問を実施すると

ともに、教室以外の登校場所や放課後に登校

機会を確保するなど、学校との接点づくりに

努めているところであり、教育委員会といた

しましても、適応指導教室の利用やスクール

ソーシャルワーカーによる相談業務、スクー

ルカウンセラーによる子どもの心のケアを通

じて、子どもたちが学校復帰するだけではな

く、自立し、より良い人生を送れるよう学校

と連携して取り組んでまいります。 

●議長小関勝教君 ８番、吉岡文子議員。 

●８番吉岡文子議員 自席から再質問させて

いただきます。 

観光・交流についてですけれども、昨年の

第１回定例会で、私は、地方創生事業につい

て質問しましたけれども、今回の交流拠点施

設の新宿泊棟建設も、この地方創生の事業に

含まれているのではないかと考えます。４月

オープンに向けて準備中とのことですので、

施設が供用開始されてからの利用状況を踏ま

えて、後日またこの地方創生事業との関連に

ついて質問はしたいと考えております。 

ただ、先ほど私が観光局の数字で申し上げ

ましたけれども、この好機に、日本全国の自

治体が観光行政というか、観光事業に手を挙

げているような状況の中で、牌を取り合うよ

うな状況が生まれるのではないかと不安に思

っております。１つだけ大事な点があると思

うんですけれども、それは、何のために観光

交流に取り組むかという点です。私は、これ

は究極的には、住民の幸せのためだと考えま

す。先ほどの同僚議員の質問に、市長は経済

効果などでお話はされておりましたけれども、

それも含めて、住民の幸せが一番だと考えて

おります。観光客の数を追うことだけではな

く、本質はどこにあるのかしっかり見極めて、

この観光交流事業について取り組んでいただ

きたいと考えます。答弁は要りません。 

公共交通についてですけれども、高齢化に

伴う免許の返納などで、地方に住む者にとっ

ては、ますます公共交通というのは、大事に

なってくるのではないかと考えております。

料金改定というか、引き上げのスケジュール

についてはどのようになるのか。日本共産党

は反対しておりますけれども、来年 10 月に、

国は、消費税増税の予定を立てております。

その点との関連についてはどのようになるの

か、お伺いします。 

消費税増税だけではなくて、年金引き上げ

や社会保障全般の引き上げで、高齢者の生活

は非常に厳しいものがあると考えます。隣の

自治体では、今まであったバス乗車への補助

を切り捨てるとのことで、市民が多数の署名

を集めたと伺っております。 
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本市においても、市民バスや乗合タクシー

について、高齢者などについて何らかの減免

制度が必要だと考えますが、市長の考えをお

伺いいたします。 

次に、こどもの貧困実態調査についてです

が、先ほどのご答弁では、最高中学生までと

いうことになっておりましたけれども、子ど

もの権利条約などでも、高校生まで子どもに

含まれておりますし、実施主体がこども未来

課ということであれば、高校まで手を伸ばす

のはなかなか難しいのかとは思いますけれど

も、せっかく行う実態調査ですので、高校生

も含めての調査が必要だと考えますけれども、

市長のお考えをお伺いをいたします。 

それから、教育行政執行方針について、不

登校については、今ほど教育長のご答弁で、

学校復帰だけではなくという言葉がありまし

たので、その点については理解をいたしまし

た。 

ただ、学校司書の努力義務化されたという

ことについては、昨年と今年、同じ答弁にな

っています。学校司書が採用されれば、学校

図書室の有効利用が図られて、子どもたちの

読書環境がぐんと高くなると考えますけれど

も、美唄で学校司書がなかなか配置されない

原因はどこなのか、改めて教育長にお伺いい

たします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、料金改定に関するスケジュールに

ついてでございますが、市民バス料金及び乗

合タクシーの料金につきましては、今後、消

費税率の改定も控えておりますことから、料

金改定の時期につきましては、慎重に検討し

てまいりたいと考えているところであります。 

次に、減免措置につきましては、身体障害

者手帳等をお持ちの方に対する減免を行って

いるところでございますが、高齢者の方に対

する減免措置につきましては、近隣自治体の

実施状況を調査研究してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

次に、こどもの貧困実態調査の対象につい

てでありますが、高校生の保護者への調査に

つきましては、教育委員会とも協議をしなが

ら、検討してまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 吉岡議員の質問にお答

えいたします。 

学校司書の配置の必要性と今後の考え方に

ついてでありますが、大人の読書離れが加速

化する中、小学校段階から、読書習慣を形成

していくことは、大変重要であると認識して

いるところでございます。 

その習慣づけのためには、学校図書や児童

生徒の教育について、十分な知識・技能を備

え、司書教諭等と連携しつつ、学校図書館の

運営・管理や学習支援等を行うことができる

学校司書の配置は、美唄市の子どもたちの学

力の向上と豊かな心を育む上で必要であると

考えているところでございます。 

教育委員会といたしましては、他の自治体

での成果も参考にしながら、引き続き配置に

向け、より一層努力してまいりたいと考えて

おります。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員（登壇） 平成 30 年第１
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回美唄市議会定例会にあたり、大綱３点につ

いて、市長並びに教育長にお伺いいたします。 

大綱の１点目は、平成 29年度の財政状況に

ついてであります。 

さらなる財政再建で、財政健全化の道筋を

つけるか、示せるかが本来、本市の将来への

不安を解消するとともに、市長のいわれる観

光交流の増加にどのようにつなげるのかが課

題であると考えられます。 

そこで、その１つに、平成 29 年度の決算の

見通しについてでございます。 

非常に厳しい行財政環境の中で、運営にあ

たってこられたご苦労に対し敬意を表すると

ころであります。いよいよ年度末まであと１

カ月を切りましたが、一般会計の決算状況の

見通しについてでございます。 

平成 29 年度の状況ですが、交付税、普通交

付税、特別交付税を含む当初の見通しより、

かなり減額になるだろうという現状があろう

かと思いますが、一般会計の実質収支、平成

29年度末で実質収支は黒になるのか収支不足

を付することになるのか、この辺の見通しに

ついてお聞きいたします。 

もう１つは、市立病院事業会計でございま

す。 

現在 14 名の委員で構成されている地域医

療体制等調査特別委員会で、市立病院の建替

えについて協議しております。明年に控えて

いる市立病院の建替えに向けた実施設計につ

いて、「経営健全化は大丈夫なのか」という市

民の声もあり、見通しと市立病院の決算見込

みについて、医師確保の状況についても厳し

いところと承知しておりますが、市立病院の

今後の経営に極めて重要なポイントでありま

すので、明確な方向性を示していただきたく、

現時点ではどうなっているのか、一般会計と

あわせて、それぞれお聞きいたします。 

その２つに、交付税の状況についてであり

ます。 

いわゆる地方交付税は、地方公共団体の運

営の自主性を損なうことなく、その財源の均

衡化を図り、国が必要な財源の確保と交付基

準の設定を行い、地方行政の計画的な運営を

保障することによって、地方自治の本旨の実

現と、地方公共団体の独立性を強化すること

を目的としているところであり、本来は、地

方の税収入とすべきところを団体間の財政の

不均衡を調整して、すべての地方団体が一定

の水準を維持しうるよう財源を保障する見地

から、国税として、国が代わって徴収して、

一定の合理的な基準によって再配分するもの

です。いわば国が地方に代わって徴収する地

方税、俗にいう国有財源という性格を持って

おります。 

先般、市長は特別交付税の特別要望に行か

れており、特に豪雪の要望とお聞きしており

ますが、そのときの要望も含め、平成 29 年度

の交付税の当初の見込みと現状、今後、どの

ように交付額が決まるのか、その状況につい

てお尋ねいたします。 

大綱の２点目は、平成 30年度市政執行方針

についてであります。 

６点について伺います。 

その１つに、市政執行方針の主要施策の総

括的考え方についてであります。協働のまち

づくりに向けては、人材の育成が必要であり、

また、事業のスクラップ・アンド・ビルドに

ついては、有利な財源を活用し、経済振興や
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安全安心な暮らしに立脚した市民生活向上に

取り組んでまいりますと言われております。

事務事業インデックス第３期や美唄市中期財

政運営基本方針を基本とし、事業のスクラッ

プ・アンド・ビルドや選択と集中を行いなが

ら、美唄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

を推進するため、地方創生関連交付金などの

有利な財源を活用して、経済振興や安全安心

な暮らしに立脚した市民生活の向上に取り組

んでいくと述べられておりますが、平成 30 年

度予算における事業のスクラップ・アンド・

ビルドの手法と内容とあわせて、事前評価を

行った新規事業の効果額について、具体的に

どのように取り組んでいくのかお聞きいたし

ます。 

その２つは、農商工連携です。 

販路開拓支援のフォローアップを行ってま

いりますとありますが、具体的にどのように

行っていくのか。 

また、地域資源を最大限に活かした新商品

開発と言われております。過去には、市民還

元ワインやルビール、ハスカップを利用した

各種ジャムなど、古くはアスパラ焼酎や宮島

沼の日本酒等々がありましたが、いずれも単

発で、現在ではハスカップを原料としたドラ

キュラの葡萄ぐらいかと承知しております。

また、５月の桜まつりには試食販売されてお

りました桜麺、現在では民間で販売しており

ますジンギスカンやアスパラひつじ、やきそ

ば、米粉のパスタ、現在は、昨年でき上がり

ました峰延のお酒、米粉ザンギなどがありま

すが、大ヒットしたといえば、やきそばかと

思います。 

そこで、どのような手法で取り組み、商品

開発をして支援していくのかお聞きいたしま

す。 

その３つに、商工業振興についてでありま

す。 

魅力ある商店街づくりについてですが、空

洞化と空き店舗が点在し、国道の両サイドは

目に余る姿で、旭通りについても、数えるば

かりの店舗数、また、40年前にオープンしま

したすずらん通りに至っては、オープン当時

の店舗数がほぼ半数に減少しており、にぎや

かな当時は、専修大学短期大学の北鳳祭で通

りをシャットアウトし、イベントを開催して

いたのは記憶にあるところであります。 

現在の歌舞裸まつりの前進の夏祭りでは、

商店街の出店で祭りに花を添え、日曜日には、

みこしで市内を駆けめぐる多くのイベントが

開催され、夏と冬の一時を市民の憩いとして

参加型祭が開催され、にぎやかに行われてお

りました。いまだに旧生協跡地は、駐車場で

舗装もされておりません。大通のお祭りとま

ちなかのイベント、神社のイベント、そして

観光協会のイベント、これらイベントを見て

も、開催時期がそれぞればらばらで開催され

ております。 

そこで、魅力ある商店街づくりの具体策の

手法について、どのように進めていくのかお

聞きいたします。 

その４つに、観光交流についてであります。 

宿泊施設と農業や日本文化の体験について

でありますが、中華大学との連携により、サ

イクリストや外国人などの交流人口の拡大に

努めるため、平成 29 年度予算で交流拠点施設

に宿泊棟を増設し、今春４月オープン予定と

お聞きしておりますが、先日、民間で駅前に
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ビジネスホテルの建設を予定、30 室程度で、

具体的には今月中にまとめ、来年６月頃オー

プン予定との記事が載っておりました。本市

には交流拠点施設や民間ホテル、旅館、そし

て、本市が抱えているトマーレなどがあり、

人口減少が止まらない現状を見ますと、従業

員等の確保を含め、かなり厳しい競争が激化

すると推測されます。 

また、本年６月には、一般住宅などに有料

で旅行客を泊める民泊住宅宿泊事業法が施行

されます。これらのことを考えますと、厳し

い現状から、本市の役割と舵取りは大変では

ないかと考えますが、市長の素直な考え方を

お聞きいたします。 

次に、移住・定住に向けた具体策について

ですが、道内の鉄道網のあり方を考える鉄道

ネットワークキングチームフォローアップ会

議が先月 10日に開催され、報告書を提出、そ

の内容は、７路線８区間の維持を目指し、そ

のほか４区間を代替交通を含め、検討を求め、

議論が加速されております。一定程度は安心

したところですが、一方では、地域が疲弊す

るなど、議論は早期にしなければならないと

ころと考えております。 

日本総合研究所の発表によりますと、過疎

化を克服するのに最新の統計で見た動向です

が、道内の市では、三笠市、町村では空知管

内の南幌町、奈井江町、雨竜町と、道内 25 市

町村で、過疎化を克服するのに、０歳児から

４歳児の乳幼児を増やす取り組みをしている

自治体があります。 

また、空知管内秩父別町では、新婚や子育

て世帯への支援策で、家賃助成を実施、沼田

町でも平成 16年度から、移住・定住応援室を

設置し、ともに子育て支援対策で若者の移

住・定住対策に取り組んでいるところであり

ます。 

共通点は、意外なポイントですが、過疎化

が進んだ結果、後期高齢者の増加が止まり、

減少に転じたことです。その分、子育て支援

に有効に使えることだと言われております。 

私は、過疎化の対策の一端を含め、移住・

定住対策は、子どもにあると思っております。 

日高のえりも町も子育て支援対策を最重点

に置き、町の施策を行っており、子育て支援

対策のこれまでの取り組みと今後の取り組み

について、ぜひ本市も他市の事例を参考に行

ってはどうかお聞きいたします。 

その５つに、環境行政、ごみ処理について

であります。現在のエコの丘びばいについて

は、供用開始から 10 年余り経過しております

が、過去にも私は、一般質問や予算委員会等々

で何度かお聞きしております。容量オーバー

の時期についてですが、平成 34 年とお答えを

いただいておりますが、今年の大雪、家屋等

の倒壊が今後もさらに予測されます。この 34

年より早くなるのか延びるのか、現状につい

てお聞きします。 

また、執行方針の中で「今後の施設のあり

方と方向性について示していきたい」と言わ

れておりますが、新しく増設する場合、民間

の施設も隣接しており、また、水質基準をク

リアするための薬品も注入していることから、

今後について、どのように示していくのかお

聞きいたします。 

その６つに、地域医療についてであります。

先月２月 18 日と２月 20 日の２日間、市民説

明会を開催されましたが、私も出席をし、市
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長並びに副市長に、また、我々議会側にも厳

しいご意見やご指摘がありました。今まさに

美唄市民の一番の関心ごと、本市の未来を子

や孫の代まで借金を負わせるのか、我々議会

側も市民の方々の意をしっかりと受け止めて、

慎重な議論を重ねていかなければならないも

のと思っております。 

そこでお聞きします。これら市民の方々か

ら出された意見や要望を市長はどのようにと

らえ、受け止めているのか。 

また、今後どのように進めていくのか、一

定の説明は終わったと判断し、今後の実施設

計に向けて、率直に市長の考えをお聞きいた

します。 

次に、地域医療体制等調査特別委員会の中

でも、このたびの市民説明会でも言われてお

ります将来を見据えた財政推計ですが、病院

の建替えに伴う収支の 30 年推計は、既にホー

ムページで示されておりますが、現時点で、

100％の交付金、いわゆる立地適正化がいただ

けることで進んでおりますが、万が一、見込

み額がこの 85％や 80％となった場合を想定

した推計の数字も積算しておくべきと考えま

すが、その場合、本市の人口減、病院の外来、

入院患者数の減も含めた考え方を本市の財政

推計も併せて市民の方々に示すべきと考えま

すがいかがでしょうか。 

大綱の３点目は、教育行政執行方針につい

て伺います。 

その１つに、小中学校の適正配置ですが、

茶志内小学校、峰延小中学校の統合について

ですが、今日まで本市では、少子化の進行に

対し、適正な学校規模とするため、平成 29 年

度に適正配置計画を策定し、学校の統廃合を

進めてきました。少子化が進む昨今、学校の

統廃合が進んでいますが、母校がなくなると

いうのは寂しいことです。しかし、これは避

けられないことなのかもしれませんが、少子

化の傾向は今後も続くことが予想されること

から、将来的に良好な教育環境を維持してい

く方策を検討すべき時期を控え、本市の現状、

将来の児童生徒数の見通し、国の動きなどを

踏まえ、茶志内小学校と峰延小学校は中央小

へ、峰延中学校は美唄中学校へ、それぞれ統

合と決められましたが、このことに関しては、

後に開かれる常任委員会で、改めて提案があ

ろうかと思いますが、そこでお聞きします。 

地域父母や地域関係者の説明会の中で、意

見交換をされてきたことと思いますが、メリ

ット、デメリット、あわせて父母や先生方か

ら多くのご意見やご要望があったかと思いま

す。どのような意見があったのかお聞きしま

す。 

その２つ目は、社会教育についてでありま

す。 

図書館の指定管理について、昨年、唐突に

出された栄幼稚園の閉園と同時に、図書館の

指定管理について議員協議会で説明を受け、

条例改正、来月４月１日から指定管理者とし

てＢＭＣ美唄未来開発センターが管理運営を

行うところです。昭和 27年に旧市役所に併設

され、現在地に移転して昭和 46 年完成、現在

まで、多くの市民に愛され利用されてきまし

た図書館ですが、その間、ネット配信やブッ

クスタート、さまざまな事業が展開され、今

日まで来ております。 

そこで、これまでの運営とどのように変わ

るのか、また変えようとしているのか。 
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さらに、新たな取り組みはされるのか、ど

のようにしていこうとしているのか、教育長

にお考えをお聞きします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 山崎議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、財政状況について、平成 29 年度の

一般会計及び病院会計の決算の見通し及び交

付税の状況についてでありますが、一般会計

におきましては、今後の特別交付税の配分や

除雪費、燃料費等の動向など、不確定要素は

ありますが、現時点での歳入面では、本年度

の普通交付税と臨時財政対策債を合算した決

定額が１億 2,011 万円減額決定されたほか、

例年にない降雪量の多さから、除排雪事業に

ついて１億 7,250 万円補正し、また、その後

も降雪が続いていることから、さらに除排雪

費用の補正を追加で提案をさせていただいた

ところであり、予断を許さない状況にあると

認識しているところであります。 

また、特別交付税の要望につきましては、

当初予算をベースとして、「除排雪・豪雪対策

経費」、「農業行政経費」、「健康なまちづくり

対策経費」等の増加を踏まえ、総務省に対し

要望をしてきているものの、どの程度交付さ

れるかにつきましては、３月下旬の交付決定

までわからない状況であります。 

平成 29 年度の予算執行につきましては、予

算の効率的な執行により不用額は見込めるも

のの、特別交付税の決定額によっては、財政

調整基金の取り崩しも検討しなければならな

いと考えているところであります。 

次に、病院会計の平成 29年度の決算見通し

についてでありますが、１月までの実績と２

月以降の推計で申し上げますと、収入は、入

院、外来とも延べ患者数が前年度より減少し

ているものの、診療単価の増加などにより、

前年度を上回る見通しであり、支出は、人件

費や報償費などの費用が昨年度より縮減され

る見通しであります。 

このため、経常損益及び純損益は黒字とな

る見通しで、資金不足も発生しない見通しと

なっているところであります。 

次に、市政執行方針について、市政執行の

主要施策における統括的な考え方についてで

ありますが、初めに、事業のスクラップ・ア

ンド・ビルドの手法と内容につきましては、

本年度予算に計上した各部署の事業に関し、

見直しが必要な 207 事業について、継続、統

合、休止、廃止の区分で精査するよう指示し、

ヒアリングを行ったとともに、現在、事務事

業インデックスに登載している 431 事業に関

して、事務事業評価システムに基づき、昨年

度の決算を踏まえ、事後評価を行ったところ

であります。 

この事後評価の結果につきまして申し上げ

ますと、事業内容の方向性では、終了は 23 事

業、見直しは 115 事業、現状維持は 293 事業

で、コストの方向性では、縮減は 22事業、現

状と同程度は 325事業、拡充は 61 事業、事業

終了により方向性がないものが 23事業と、そ

れぞれ評価を行ったところであります。 

次に、平成 30 年度予算における事前評価を

行った新規事業の効果額につきましては、地

元就職等応援事業や墓地参道整備事業などの

６件の合計で、一般財源ベースで 1,228 万円

となったところであります。 

いずれにいたしましても、私といたしまし
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ては、健全な財政運営とびばい未来交響プラ

ンの着実な推進に向けては、各施策への貢献

度や評価を行うことは重要であると考えてお

ります。 

そのため、今後におきましても、ＰＤＣＡ

サイクルに基づき、各事業のスクラップ・ア

ンド・ビルドの検討を積極的に行い、人口減

少を克服し、厳しい時代の変化に対応しなが

ら、活力あるまちづくりを進めてまいりたい

と考えております。 

次に、農商工連携についてでありますが、

販路開拓支援のフォローアップにつきまして

は、アンテナショップ PiPaを活用した商品販

売のほか、市内で開催している食のフリーマ

ーケットやさっぽろオータムフェストで出展

機会を創出するなど、道内外のイベントを通

して、広く商品の情報発信を行っているほか、

ふるさと納税返礼品としても活用していると

ころであります。 

これまで、農商工連携等推進補助金で８団

体の事業に助成し、13 の商品が生まれており

ますが、アスパラひつじからできる製品のブ

ランド化事業では、札幌圏や首都圏からの引

き合いがあり、現在、21店舗の飲食店との取

り引きがあると伺っているところであります。 

また、羊の飼育頭数につきましては、平成

25 年の 100 頭から、現在では 250 頭に増え、

この春からは、尚栄高校との新商品の開発に

取り組む予定と伺っているところであります。 

このほか、乾燥野菜を使った商品の開発・

製造・販路開拓事業では、現在、40 種類以上

の商品を取り揃え、北広島市や苫小牧市の小

売店でも販売されていると伺っているところ

であり、引き続き、販路開拓へのフォローア

ップや企業とのマッチングなどに努めてまい

りたいと考えているところであります。 

次に、新商品開発や付加価値向上の取り組

みについてでありますが、農商工連携セミナ

ーの開催などにより、農業者と商工業者との

情報交換の場を創出するとともに、関係機関

や関連する民間団体とも連携を図りながら、

農商工連携等推進補助金を活用し、新商品の

開発や付加価値向上への支援を行ってまいり

たいと考えているところであります。 

次に、商工業振興についてでありますが、

魅力ある商店街づくりにつきましては、中心

市街地の空洞化により、商業者の経営環境は

厳しい状況が続いておりますが、昨年 10 月に

策定した「美唄市創業支援事業計画」に基づ

き、商工会議所や金融機関との連携のもと、

これから創業や起業を考えている方々に対し

て、「びばい創業塾」を開催しており、これら

の創業支援などにより、地域の活性化につな

げてまいりたいと考えているところでありま

す。 

また、商店街の賑わい創出のため、商業組

織が行う買い物バスの運行や市民ふれあいサ

ロンでの各種イベント、講座の開催を支援す

るほか、まちなか交流広場で開催しているワ

クワク祭りに引き続き支援するとともに、市

民で組織するまちづくり団体に賑わい創出の

ためのイベントを開催していただくなど、官

民の連携により、賑わいを創出し、商店街の

活性化につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、観光・交流についてでありますが、

初めに、宿泊施設についてでありますが、交

流拠点施設に増設している宿泊棟につきまし
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ては、今月末に工事を終え、４月中旬の供用

開始に向けて、備品整備等の準備を行ってお

り、必要な従業員の募集をしていると伺って

いるところであります。 

また、平成 27・28 年度にかけて、美唄ホテ

ルスエヒロが施設改修による定員増を図った

ほか、来年度は美唄自動車学校が美唄駅前に

ホテルの建設を計画していると伺っていると

ころであり、こうした宿泊施設の充実は、本

市の観光振興に非常に有効なものであること

から、市といたしましても、国などの補助金

の活用や従業員の確保について支援してまい

りたいと考えているところであります。 

また、農業や日本文化の体験についてであ

りますが、観光による経済効果を上げるため

には、観光客の増加と滞在時間の延長が重要

であり、地域資源を活かした体験プログラム

などの着地型観光商品の開発により、宿泊や

滞在時間延長につなげて、消費促進を図るこ

とが有効であると考えているところでありま

す。 

そのため、ここ数年のインバウンドの増加

に伴い、さまざまな文化体験等のニーズも高

まっていることから、市内で提供可能な農業

体験や日本文化体験等の体験型観光プログラ

ムの開発を行い、事業者だけでなく、市民の

皆さんの力もいただきながら、観光地域づく

りに取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

次に、移住・定住に向けた具体策について

でありますが、本市の子育て支援対策の取り

組みにつきましては、これまで、美唄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略に基づき、ハード

面におきましては、老朽化した市内３保育所

を統合し、ピパの子保育園を開設したととも

に、市立美唄病院内に病児保育室を設置した

ほか、各小学校区に設置する放課後児童施設

の整備を行うなど、子育て環境の向上に取り

組んできたところであります。 

ソフト面におきましては、不妊治療費の一

部助成をはじめ、多子世帯で入所している第

２子以降で、３歳未満の子どもの保育料の補

助や３歳未満の子どものいる世帯への指定ご

み袋の支給のほか、中学３年生を対象に、ピ

ロリ菌感染の検査・除菌を実施するなど、安

心して子育てができる総合的な支援策の充実

に努めてきたところであります。 

また、新築・中古住宅助成金制度を活用し

た助成対象者の状況では、15歳未満の子ども

がいる世帯に対する加算において、平成 29 年

度では１月末現在、６世帯、９人の子どもが

加算の対象となり、子育て世帯を対象とした

これらの取り組みが、移住・定住対策として、

徐々に効果があらわれてきたものと受け止め

ているところであります。 

来年度におきましては、これまでの取り組

みを継続しながら、子育て支援に関するニー

ズ調査を実施し、有効で効果的な支援策を検

討するとともに、市民及び移住者が市分譲地

を購入して住宅を建設した場合、土地の購入

費の７割を補助する制度を新たに創設するほ

か、他市の優良事例などの調査研究も継続し

ながら、子どもたちが健やかに成長できる環

境づくりに向けて、市民の皆さんとの協働に

より取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

次に、ごみ処理施設エコの丘のあり方と方

向性についてでありますが、本施設の埋立容
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量は 11 万 5,600 立方メートルとなっており、

本年１月末現在における最終処分場の埋立量

につきましては、10 万 9,953 立方メートルと

推計しており、埋め立て可能量は、5,647 立

方メートルとなっているところであります。 

なお、ここ数年におけるごみの年間埋め立

て量は、1,100 立方メートル程度で推移して

おりますことから、今後５年程度、平成 34 年

度末ごろまでには、現状のままの施設でも埋

め立てが可能と予測しているところでありま

す。 

次に、最終処分場のあり方についてであり

ますが、今後も継続的に安定して市内で発生

したごみ等を処理するためには、現在、施設

のかさ上げや近接地で新たな処分場の新設、

民間廃棄物処分場への搬出などの選択肢があ

りますが、処分場の新設とした場合には、周

辺の生活環境影響調査、基本設計、実施設計

及び工事に４年程度、かさ上げを選択した場

合でも、おおむね３年程度の期間が必要と考

えられますことから、平成 30 年度中には、方

針を決定してまいりたいと考えているところ

であります。 

次に、地域医療について、市民説明会を終

えての考え方についてでありますが、市民説

明会では、建設費の増加に伴う財政への影響

に対する質問や実施設計の進め方、財源の見

通しの意見などのほか、将来のまちづくりを

見据えたグランドデザインを考えるべきとの

提言もいただいたところであります。 

また、建設費の増加や財源への不安から、

事業の延期や中止を求める声もありますもの

の、市立病院の必要性につきましては、おお

むねご理解をいただいているものと受け止め

たところであります。 

平成 19 年に当時の労災病院と市立病院の

合併を断念した後から今日まで、市民や各種

団体の代表者、議会など、さまざまな機会に

おきまして、地域医療のあり方、病院のあり

方などについて議論を積み重ね、市立病院を

基幹的病院として位置づけ、総合的な保健福

祉と市立病院の整理を行うこととした経緯が

ありますことから、病院の建て替えは進めて

いかなければならないものと考えているとこ

ろであります。 

今後の事業推進あたりましては、事業費が

増額となることから、実施設計を行う中で、

事業費の抑制に努めるとともに、国の支援を

いただくため、立地適正化計画を作成し、可

能な限り、市の財政負担を抑えていかなけれ

ばならないものと考えているところでありま

す。 

なお、財源が十分に確保できず、他の事業

に大きな支障を来し、市民サービスの著しい

低下につながると判断した場合は、事業内容

の見直しの必要性も含めた検討を行う必要が

あるものと考えているところであります。 

また、実施設計につきましては、交付申請

に必要な詳細な事業費の積算を行わなければ

ならないことから、今月中に指名競争入札に

より業者を決定し、建物の構造や設備等の積

算を行うこととしているところであります。 

次に、将来を見据えた財政推計についてで

ありますが、交付金が内示の段階で減額とな

る場合の病院の収支推計につきましては、見

直しをする必要があるものと考えており、将

来人口推計と患者数の見込みとの整合性など

につきましては、市民の皆さんへわかりやす
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い説明に努めてまいりたいと考えております。 

なお、市全体の財政推計につきましては、

「美唄市中期財政運営基本方針」の中で、平

成 32 年度までの推計を作成しておりますが、

それ以降の推計につきましては、市の総合計

画が平成 33 年度に新たに策定されることか

ら、その時点で、平成 33 年から平成 42 年ま

での中長期の財政推計を策定するとともに、

健全化判断比率の４指標の数値が早期健全化

基準を上回ることのないよう健全な財政運営

に努めてまいります。 

次に、病院建設について、交付金が減額と

なった場合の一般会計への影響についてであ

りますが、以前の市民説明会の中では、30％

減額となった場合の積算数字として、年間 500

万から 600 万多く、一般会計から支出すると

いう試算があると説明をさせていただきまし

たが、15％から 20％の減額となった場合につ

きましては、年間 300 万から 400 万円多く、

一般会計から繰り出しされる試算となります

ことから、影響が出た分につきましては、「美

唄市中期財政運営基本方針」に基づき、事業

見直しや行政改革を行いながら、財政運営に

努めていくこととしております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 山崎議員のご

質問にお答えいたします。 

学校統廃合にかかる意見や要望についてで

ありますが、本市では、急速な少子化に対応

し、児童生徒への適正な規模による良好な教

育環境を提供するため、平成 29 年度に「美唄

市小中学校適正配置計画」を策定し、８月よ

り茶志内地区、南美唄地区、峰延地区で地域

説明会を開催し、その後、茶志内地区及び峰

延地区につきましては、10月より保護者の皆

様と協議を重ねてきた結果、茶志内小学校に

つきましては、今年１月 10 日、保護者地域説

明会において、平成 31年３月末閉校、同年４

月１日に中央小学校に統合することについて、

最終合意を得たほか、峰延地区については、

中学校は２月２日に開催した保護者地域説明

会において、平成 31 年３月末閉校、同年４月

１日に美唄中学校に統合することについて最

終合意を得たところでございます。 

小学校は２月 26日、保護者地域説明会にお

いて、平成 32 年３月末閉校、同年４月１日に

中央小学校との統合について、最終合意を得

たところでございます。 

茶志内小学校、峰延小学校及び中学校の

各々の保護者地域説明会等において出された

主な意見・要望についてでございますが、ど

の学校も共通して、統合による児童生徒の不

安を解消するための児童生徒の交流活動の実

施、統合後のクラス編成の配慮、統合元の教

職員の統合先への配置、児童生徒がいじめや

不登校にならないような相談体制の強化、ス

クールバスの経路の見直しや増便についての

意見要望のほか、中学校における部活動の新

設についての要望などが多くあったところで

あります。 

次に、図書館の指定管理についてでありま

すが、平成 15 年９月に地方自治法の一部が改

正され、指定管理者制度が導入された当時、

公立図書館においては、図書館法等により公

務員である館長を配置することが規定されて

いたことから、本市を含め、ほとんどの自治

体において図書館への制度導入を見送ったと

ころでありますが、その後、館長の身分が緩
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和されたことに伴い、平成 28 年度末では、全

国で 501 館、このうち北海道は 12館に指定管

理者制度が導入されているところであり、本

市におきましては、行政改革に示されるアウ

トソーシング化の一環として、本年４月１日

に指定管理者制度の導入を予定しているとこ

ろでございます。 

導入後の図書館サービスにつきましては、

指定管理者の公募の際に示した施設管理仕様

書に記載されている内容に基づき、開館時間

や休館日等をはじめ、ブックスタート事業や

学校等への配本事業などの既存の図書館事業

については、基本的には指定管理者に引き継

ぐこととしているほか、図書の充実を図って

まいりたいと考えております。 

導入後の新たな取り組みといたしましては、

公募の際、本のインターネット予約や本を借

りることが困難な人に対する宅配サービスを

自主事業として実施したい旨の提案がありま

したが、これら自主事業の実施にあたっては、

予約システムについては、インターネット環

境がない方への対応、また宅配サービスにつ

いては、高齢者の範囲や障がいの程度等、対

象の設定や料金設定等、導入にあたっての課

題もありますことから、これらを既に自主事

業として取り組んでいる恵庭市などの事例を

参考に、指定管理者と連携を図りながらサー

ビスの向上を図り、公立図書館としての役割

を維持してまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 ９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員 それぞれご答弁いただ

きましたが、改めて自席で再質問させていた

だきます。 

商工業振興、地域医療、教育の図書館の３

点に絞って、その他の部分につきましては、

改めて予算委員会等の中で意見・議論させて

いただきたいと思います。 

最初に、商工業振興についてでありますけ

れども、まず、ちょくちょく耳に入ってくる

のが、昨年あたりから、歌舞裸まつりの寄附

金の関係が、各町内会に会議所とＪＣからき

ます。ある方から「歌舞裸まつりは来年なく

なるのか」という話が私の耳に入りました。

それはないと思いますけれども、ある意味、

雪まつりも目玉がなく、滑り台等だけかと。

先ほど同僚議員からもありました、今年は雪

のゴルフ場を使ってのイベントなどもＮＨＫ

で流れておりましたけれども、市長のキャッ

チフレーズでもあります「人を元気に まち

も元気に 光り輝く美唄」と、病院予算で大

きな事業は見送ったと言われておりますけれ

ども、私は過去の歴代市長の中で、特に３代

前ぐらいから、それぞれ事業の先送りが今日

の公共施設の維持・修繕同様、地域要望も踏

まえて、すべて先送りされたことが、大きく

きているのではないかと思います。 

それとあわせまして、一昨年の水道料金の

30％近い値上げ、これらも含めて、私はいま

一度、平成の大合併を思い起こしてほしいと

思います。あの時は、本市は自立を選択しま

した。その結果はどうだったのかというのが、

近隣を見ても、それぞれ岩見沢市等どうだっ

たかという話はまた別にしましても、改めて、

空知全区域で 30万を割る、当時はその倍以上

で、60 万人、70 万人がいた時代と違う。当時

私は、南空知市、中空知市、北空知市という

３つに分けるべきだという案を出し、それら

の意見も通らないでいきましたけれども、過
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疎化もあわせて、どのようになっていくのか。 

これも改めて、別の機会で議論させていた

だきたいと思いますけれども、現在、道から

出向されている職員がおります。過去にも何

人かおりましたけれども、その後、当時いた

職員、現職員も合わせて、つながりが希薄で

はないかという感じが私はしております。も

っと旅費を使って、旅費だけではない、それ

ぞれ公用車も含めて、台数が足りないという

話もちらちら聞こえてきます。道に顔を出す。

前にも市長に言いましたけれども、さまざま

な補助金がございます。予算がないから旅費

もない、あまり職員が道に出張していないと

いう話も聞きます。それぞれ近隣、特に奈井

江町や砂川市は、まちの中が本市よりも本当

に活気があります。国道を見ても、先ほど私

が言いましたまちの中がすかすかな状態には

なっておりません。奈井江は若干なっており

ますけれども、本市よりまだ良いのではない

かという気がしております。 

それと、これは予算委員会の中でいいます。

観光ビジョンもどのように作成されているの

か、商工会議所の内部からも疑問視されてき

ております。こんな部分や市長の考え、全体

的な部分を含めてお聞きしたいと思います。 

それと、これはパブリックプライベートパ

ートナーシップＰＰＰと言うんですけれども、

岩手県の紫波町で、民間資金３割を活用して

７施設を整備したと。これは本当に先進的な

ところだなと、昨年の８月の道新に出ており

ましたけれども、規模や費用をつめて、建設

開始まで住民説明会を２年間で 100 回やった

そうです。このような民間の資金も活用しな

がら、駅前振興に取り組んでいる自治体もご

ざいます。ぜひとも、このような部分を活用

していってほしいです。 

そして、商店街のにぎわい、リノベーショ

ンという言葉もございます。これは、子育て

と移住・定住にもつながるものかと思います。

改めて、どのように考えているのか、率直な

市長の考えをお聞きしたいと思います。 

２つ目は、地域医療です。 

これは、先ほどご答弁いただきました。説

明会では 30％減の時に 500 から 600と。私の

言う 85～80％程度の見込みといえば、もう少

し額が少なくなりますけれども、300 万円か

ら 400 万円程度と。18 日・20 日の説明会に私

も行きましたけれども、多くの同僚議員も顔

を出しましたけれども、市民の厳しいご意見

を受けまして、市内業者の動きも、最近ちょ

っと気になるところです。 

新聞紙上で今、リニア中央新幹線の談合問

題もございます。大成、鹿島、清水、大林と、

今一度、本市の財政事情を考慮しながら、市

民の声に一度立ち止まって、財政的な見地か

ら、安全を確認してからとの声もあります。

ただ、遅らせれば遅らせるほど予算が膨らみ

ます。ましてや立地適正化計画は、この時期

を逃すと多分貰えないと聞いております。 

そのような判断の中、やはり私は病院の建

替えは必要だと思いますけれども、万が一、

交付金が満額、十分に確保されなかった場合、

いつの時点で市民の方々も含めて議会側に説

明されるのか、この辺をお聞きしたいと思い

ます。 

もう１つは教育長にお聞きします。 

図書館の指定管理です。民間のノウハウ、

管理・運営を含めてやっていただくことが一
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番導入された今の部分かと思います。副市長

も当時、私と一緒に行ったんですけれども、

滝川市は、市役所庁舎の２階に図書館がござ

います。本市で言えば、多分総務課のあたり

かと思いますけれども、斬新的なアイデアで、

新聞も一般の雑誌も置いています。そして、

図書館は確かに古いです。そして内部を改装

することをＢＭＣと一緒になってやることも

１つの手かと思いますし、現段階の規模とあ

わせて、来館者の増をどのように考えている

のか、また、将来的な場所、一昨年、市長が

市民会館の大ホールも、まちの中にというこ

とで言われております。私はあえて、コアの

中にも、図書館１つは活用の方法もあって良

いのではないかと、これは改めて、後ほどの

委員会の中でお聞きしますけれども、そこで、

４点ほどお聞きします。 

これは、ＢＭＣがじっくり検討しているの

か伺います。先ほど言われておりました図書

館の司書をどうされるのか。おられるのかど

うか、この辺を率直にお聞きします。 

それと防火管理者、これは消防長もおられ

ますけれども、昨今、たしか消防で受けられ

ないと私は承知しておりますけれども、この

辺、国家資格としてありますので、この辺を

どうされるのか。持っておられる方がいれば、

その更新もあわせて大変になってくるのかと

思いますけれども、この辺の考え方をお聞き

します。 

それと、移動図書館車が、現在何トンなの

か私は把握しておりませんけれども、運転免

許の資格について、平成 29 年と 19 年で変わ

ってきております。平成 19 年６月以前、多分

ここにおられる方皆さんそうかと思いますけ

れども、普通免許で車両総重量８トン未満、

最大積載量５トン未満まで運転できます。平

成 19 年６月以降、昨年３月まで取得した普通

運転手の方は、総重量５トン未満、最大積載

量３トン未満となっております。昨年３月以

降、いわゆる昨年の４月から卒業された高校

生以降の方ですけれども、普通免許で１トン

車未満となっております。この辺がもし移動

図書館車が１トン以上であれば、新採がすぐ

にとれないのではないかと思いますので、そ

の辺の考え方をお聞きします。 

それと、雇用の部分ですけれども、現在い

る嘱託職員、臨時職員をどのようにされるの

か、この４点をあわせて伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 山崎議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、商工業振興についてでありますが、

商店街をめぐる環境は、人口減少や少子高齢

化などを背景として、商店街に訪れる来客数

の減少や空き店舗の増加、後継者不足など、

複合的な要因により、空洞化が進んでおりま

す。 

こうした状況に歯止めをかけるためには、

しっかりと現状を分析し、限られた資源や人

材を有効に活用しながら、商業者自らがプラ

ンを立てて実行することが必要と考えており

ますので、引き続き、商工会議所や商店街な

どとも連携を図りながら、必要な取り組みを

進めるほか、市といたしましても、現在、策

定作業を進めております観光ビジョンを着実

に実行し、観光入込客や消費額の増加に努め

るとともに、観光客を中心市街地や商店街に

誘導することで、商店街の賑わいの創出につ
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なげてまいりたいと考えているところであり

ます。 

また、魅力ある商店街づくりにつきまして

は、自治体と民間が連携した取り組みが必要

不可欠でありますので、議員ご指摘のＰＰＰ

パブリック・プライベート・パートナーシッ

プなどの官民連携手法につきましても、他市

の事例などを参考にしてまいりたいと考えて

おりますが、いずれにいたしましても、創意

工夫を凝らして、商店街の活性化に取り組む

とともに、国などの支援制度も活用しながら、

商店街が市民のコミュニティの場となるよう

なまちづくりを進めてまいりたいと考えてい

るところであります。 

次に、病院の建替え等についてであります

が、建設事業費は発注年度における事業費を

想定しておりますことから、建築年が遅れる

ことによる影響につきましては、労務単価な

どが年々上昇し、さらに上昇することが予想

されますことから、建設事業費は増額となる

ことが見込まれます。 

この場合には、市民の皆様方にしっかりと

説明していく必要があるものと考えておりま

す。 

また、万が一、交付金が十分に確保できな

かった場合は、内示を受けた段階で総合的に

判断した上で、議会並びに市民の皆様方に説

明をしてまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 山崎議員のご質問にお

答えいたします。 

図書館司書の配置についてでございますが、

４月から指定管理を行う予定の事業者におい

て、図書館司書の資格を有するもの２名と、

現在、図書館に勤務する１名の合計３名の図

書館司書を確保しているほか、移動図書館車

の運転資格者におきましては、現在、図書館

に勤務する１名と指定管理者予定者の中で複

数名保有している旨を確認しております。 

また、防火管理者におきましても、指定管

理者予定者の中で、既に資格を有している職

員がいることを確認しております。 

また、現在雇用されている嘱託職員や臨時

職員におきましても、本人の意思確認を行い、

指定管理者が継続して雇用する予定であるこ

とを確認しているところでございます。 

公立図書館は、利用者サービスの向上を図

りながら、充実した蔵書を通じまして、自治

体のまちづくりを体現し、教養と学力の向上

に資するための場であり、これらを実現して

いくためには、指定管理者の有する能力と、

斬新的な発想と市民サービスを常に意識した

取り組みが不可欠であると考えておりますこ

とから、教育委員会といたしましては、導入

にあたって、指定管理者と密接な連携を保ち

ながら、市民のだれもが利用したくなる魅力

ある図書館づくりに努めてまいります。 

●議長小関勝教君 ９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員 ２点、再々質問させて

いただきます。 

商工業振興についてはわかりました。良い

アイデアというか発想があるんですけれども、

パネルシャッターというのが、結構商品の売

り上げ、まちのにぎわいになっていると。パ

ネルで中が透き通ってオープン化して見える

と。今でいう、シャッター街とよくいわれる、

あれは防火壁のような形になりまして、逆に

いえば、休みの日でも、店が閉店した後でも、
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路上を歩きながら中が見えるという部分で、

市内でも数店しかございません。それを導入

してやられたときには、国道の雪山、今年は

特に多いです。滝川が多くて応援に行ってい

るという話も聞いておりますけれども、やは

り、あれを目の高さ、身長の高さ、170 前後

を超えた時に、地域要望でいろいろな機能を

使っても良いと思います。商店街は、やはり

明るく見やすい通りにしていただきたい。そ

の昔、国道奈井江、砂川と同じように流雪溝

と言ったときに、当時、商店街が猛反対して

できなかったという話は聞いております。逆

にこれだけ空洞化になった時に、それが今あ

ったらどうだったか、逆に大変ではないかと

思いますけれども、そのような部分も含めて、

市長の斬新的な思い切った発想、考えがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。 

それと地域医療、これは、いろいろな部分

で建替えなければならないというのは、私も

十分承知しておりますし、その辺の責任は、

我々議会側にもあるかと思いますけれども、

あえて、値段を含めて、50 億を下げるとすれ

ば、保健福祉総合施設の方を一度立ち止まっ

て、７～８億違うという話も聞こえておりま

すけれども、この辺も含めて、再度検討する

余地はないのか、改めてお聞きします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 山崎議員のご質問にお答

えしたいと思います。 

商工業振興につきましては、確かに、議員

ご指摘のとおり、商店街の活性化は、賑わい

創出といった意味では急務だと思っておりま

す。 

昔、専修大学があったときは、さまざまな

商店街を通行止めにしてお祭りを行ったり、

あるいは商店街自らが事業として歩行者天国

という取り組みなども行っていた記憶がござ

います。 

いずれにいたしましても、そういったさま

ざまなアイデア・工夫を凝らしながら、魅力

ある商店街づくり、これは全国さまざまな地

域で取り組みを行っている事例なども参考に

しながら、美唄らしい商店街づくり、創意工

夫をしながら、地元の方々あるいは消費者の

皆さんの声を聞きながら、とり進めていきた

いと考えているところでございます。 

それから、病院の関係でございますけれど

も、福祉センターの建設を遅らせるというご

提案もあるというようなことでございます。

立地適正化計画の中において、この計画が５

年間の期間ということでございますので、そ

の５年間の中で、現在、建設の計画が予定さ

れておりますことから、そこから５年以上延

びるということになりますと、立地適正化計

画の認定がされないと、そうすると、国の補

助金、そういったものが認定されないという

状況にもなりますので、この辺については、

時期についても、今すぐ否定するわけではご

ざいませんけれども、どういったやり方があ

るのか、関係者とも意見交換などもさせてい

ただきたいと思います。 

いずれにいたしましても、私といたしまし

ては、本市のまちづくりを進めていく上で最

も重要なことは、市民の皆さんの健康が第一

だと考えております。 

そのためにも、財源確保も含め、しっかり

とした病院づくりに全力で取り組んでまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りま
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すようお願い申し上げます。 

●議長小関勝教君 一般質問中ですが、午後

１時 30 分まで休憩いたします。 

 

午後 ０ 時２７分 休憩 

午後 １ 時３０分 開議 

 

●議長小関勝教君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

土井議員の質問から入ります。 

12番、土井敏興議員。 

●12 番土井敏興議員（登壇） 平成 30 年第

１回市議会定例会にあたり、大綱４点につい

て、市長並びに教育長にお尋ねいたします。 

大綱の１点目は、本定例会初日に市長より

示されました平成 30 年度市政執行方針等に

ついてでありますが、３項目にわたってお伺

いをいたします。 

その１つは、農業行政についてであります。 

３点についてお伺いをいたしますが、１点

目は、農業を基幹産業に位置づけて久しいわ

けでありますけれども、これまで、さまざま

な重点的な施策を講じて取り組んできたとこ

ろでありますが、それらについて、どのよう

に検証をされ、そしてそれを踏まえて、今後

どのように生かされていこうとされているの

か、具体的な取り組みについて。 

２つ目は、特定振興作物等について、基幹

的作物である米、麦、大豆に加え、バリエー

ションを増やすことで、労働力の分散や所得

の向上を目指すべく、振興作物の奨励をして

きたところでありますが、その取り組みにお

いて、定着や拡大に至らぬものも多々あった

ところと思いますが、それらの要因や現在ま

で、あるいは現在、振興を図っている作物等

への支援の状況や今後、有望と見込まれる作

物等の選択や支援の方向性について。 

３点目は、戦略的な農業体系の確立に向け

た取り組みを進めるためには、生産者や農業

関連団体等との緻密な情報交換と密接な連携

が強く求められ、生産のみならず、販路拡大

を含めた積極的なＰＲ活動も必須条件であり、

加えて、安心安全はもとより、他産地より高

品質であることも求められつつあり、そうい

った厳しい産地間競争を勝ち抜いていくには、

関係団体と総合的な取り組みがなされなけれ

ばならないと思いますが、どのような対応を

考えておられるのか、お伺いをいたします。 

項目の２点目は、観光交流行政についてで

あります。 

本市も都市部から過疎地域に１ないし３年

の任期で移住し、特産品の開発や地域の活性

化に取り組む地域おこし協力隊制度を活用し、

現在に至っており、働きながら、お試し移住

から定住に結びつくことが望まれるところと

思いますが、これまでの取り組みにおける推

移や成果等、また、これらを踏まえた今後の

具体的な展望と推進策についてお伺いをいた

します。 

次に、３項目目の国民健康保険の関係につ

いてでありますが、昨日、同僚議員からもお

尋ねがあったところでありますが、新年度か

ら、新たな国民健康保険制度の取り組みがス

タートするわけでありますが、現状からどの

ように変わり、これらが本市の国保事業に対

して、どのような影響を及ぼすのかについて。 

また、同様に新しい財政支援制度が本格的

に導入されるということであり、名称は保険
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者努力支援制度というようでありますけれど

も、この制度の目的と詳しい内容や現状につ

いてと、今後も増加の一途をたどることが予

測される医療費に対し、それらの適正化に向

けては、どのような取り組みをされていくお

つもりか、お伺いをいたします。 

大綱の２点目は、医療行政についてであり

ますが、市立美唄病院建替え計画等につきま

して、先行きの不透明さを感ずるところから、

それぞれ同僚議員より、異口同音のご質問が

寄せられたところであり、どちらかといいま

すと、私もその一人であります。新病院関連

につきまして、３点にわたり通告をさせてい

ただいたところでありますけれども、それぞ

れ質問につきましては、同僚議員とほぼ同様

の内容でもありますことから、私は、これら

３点をくくって、総合的にお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

昨年３月に基本計画が示され、その後わず

か数カ月のうちに、より実態に即したという

形で基本設計案が示されましたが、50 億円に

も及ぶ巨額なものであり、本市にとって、過

去最大規模の建築事業となるものでありまし

て、驚きと同時に、率直に申し上げまして、

将来計画に大きな影響を及ぼすのではないか

と、いささか不安を感じざるを得ませんでし

た。 

そこでお伺いをしたいのは、これだけ短期

間の中で大幅な増額への見直しがされた背景

として、できるだけ早期に建設ありきという

議論経過がなかったのかどうか。 

かつて病院に端を発する財政健全化計画を

艱難辛苦の末、今ではＯＢとなられた職員を

はじめ、全職員の皆さんが犠牲的精神のもと、

自主的に給与を削減し、ようやく悪夢のよう

な期間を抜け出し達成してきた経過からしま

して、またぞろ、その心配はないのか。 

新病院を皮切りに、切迫している市民会館

をはじめとするさまざまな公共施設の改修や

改築など、今後、目白押しといっても過言で

はありません。よって、市民の皆さんに対し

て、将来の美唄市行財政推進の中核となる中

堅職員や若手職員で、皆さんが自信を持って

「私たちにどうぞお任せください」と言える

内容でありましょうか。 

また、コンパクトで機能性に富んだ、いわ

ゆる住みやすく、ある意味使い勝手のよいま

ちづくりを目指していく中で、先ほども申し

上げました新たなまちづくりの皮切りとなる

新病院について、中堅職員や若手職員をはじ

め、全職員が不安視することなく理解を示し、

そして合意し、それを理事者の皆さんはしっ

かりと確認をされて、基本設計案となったの

でありましょうか。 

これまで、市民の皆さんに対し説明を重ね

てこられましたが、今定例会でのご答弁では、

反対や不安視する声はあったものの、おおむ

ね理解をいただいたと受け止めているとのこ

とでありましたが、私は時間を経るごとに、

市民の皆さんの思いが、建設費用の増大もさ

ることながら、これからも、このまちに住み

続けることについて、安心という思いから、

黄色信号に変わりつつある方が多くなるので

はないかと心配と同時に感じているところで

あります。これらについても、全く心配ご無

用とお考えでありましょうか。 

中長期的な行財政計画の立案及び推進にあ

たっては、本市の危機的とも言える財政環境
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からして、決して一か八かの挑戦ではなく、

慎重の上にも慎重に、綿密な策を講じ、本当

に市民の皆さんの不安に思う心を払拭してい

かねばなりません。ことが予定どおりに進ま

ぬ場面に直面をし、大きな支障や市民サービ

スの低下の恐れがある時は、見直しの検討を

される旨のご答弁もございました。 

しかし、私は現状推計より早いと思われる

人口減少のスピードや、現在描いている状況

での外来及び入院患者さんが本当に確保でき

るのか。また、現在勤務されている医師の皆

さんや関係職員の充足について、しっかりと

担保できる保証はどのようになっているのか。

将来展望を考えます時に、これらについても

不確定要素として考えなければならないと思

うところであります。 

よって、そうした事態に至ってから見直す

のであれば、むしろ現段階において見直しを

進め、現状の診療体制に固執せず、コンパク

トでありつつも、機能的な公立病院としての

体制を構築していくことも、時間的なことを

考えますと、私は、それほど大きな違いには

ならないのではないかと思うところでありま

すが、お考えをお伺いいたします。 

大綱３点目は、交通行政についてでありま

す。 

自転車等に関わる取り組みについてであり

ますが、私はこれまで、できる限り速やかに

取り組まれるよう数度にわたりお尋ねをして

まいりましたが、このたび、北海道において

も、本年、第１回道議会定例会において、自

転車に関する条例が制定される予定と聞き及

んでいますし、本市におきましても、サイク

ルツーリズムによる地域おこしの喚起や、新

たなサイクリングロードの計画等により、市

内外、道外、加えて、海外からの利用増をも

目指しているところと思いますし、また一方

では、高齢者の方々の免許証の返納が増加傾

向にあると聞き及んでいるところであります。

そういった方々は、今後、自転車の利用頻度

が高まることが予想されます。よって、利用

者が全体的に増加することにより、必然的に

自転車が絡んだ事故も増加する懸念が生ずる

ものと考えなければなりません。安全な自転

車利用のための責務等を含め、重ねて条例等

の整備を進める必要があると思うところであ

ります。 

よって、北海道をはじめ全国の状況はどの

ようになっているのか、それらを踏まえて、

よりスピード感を持って早急に整備を進める

べきと考えますが、お伺いをいたします。 

大綱の４点目は、平成 30年度教育行政執行

方針について、教育長にお伺いをいたします。 

教育行政執行方針が示されたところであり

ますけれども、１項目目は、確かな学力の育

成等につきまして、１つ目として、全国学力

学習状況調査や標準学力検査が、長年にわた

って行われてきているところでありますが、

本市のこれまでの状況を見ますときに、なか

なか全国あるいは北海道の平均値には至らな

いことから、基礎学力をしっかりと身につけ

ていくことができる環境を整えるためにも、

６～７年前だったかと思いますけれども、そ

のころより学力向上プロジェクトチームを構

成し取り組まれ、今日に至っていると聞き及

んでいるところでありますが、チームが果た

されてきた役割や成果の検証と、引き続き着

実に基礎学力を高める具体的な施策の展開に
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ついては、どのように取り組まれるつもりな

のか、お伺いをしたいと思います。 

２つ目は、各学校において、長期休業中や

放課後にボランティアの皆さんにより、補充

的な学習サポート等が行われているとのこと

でありますが、その実態やどのような成果に

結びついているのか。 

また、今後において、より積極的な支援を

期待するとなれば、具体的にどのように取り

組んでいくおつもりなのか、お伺いをいたし

ます。 

項目の２点目は、豊かな心の育成等につい

てであります。子どもたちの豊かな人間性や

社会性を育むため、これまで、さまざまな場

面で道徳について論じられたり、実践に向け

た試みをされてきたところでありますが、そ

うした道徳について、新年度より、道徳の時

間として実施されることとなりました。その

ためには、周到な準備が必然であり、その上

においてスタートをしなければならないわけ

でありますが、その準備における進捗状況と、

その後のスムーズな取り組みに向けた体制の

確立については、どのようにお考えでありま

しょうか。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針等について、農業行

政について、重点施策の検証と今後の具体的

な取り組みについてでありますが、美唄市農

業ビジョンで掲げる「強い農業経営基盤づく

り」及び「消費者に信頼される産地づくり」

の２つの基本方針について、それぞれの施策

の主な取り組み状況などについて申し上げま

すと、「強い農業経営基盤づくり」のうち、基

幹作物安定生産では、鳥獣による農業被害の

予防、軽減に努め、美唄市鳥獣被害防止対策

協議会の対策実施と比べ 1,000 万円ほど被害

額が減少いたしましたが、なお、300 万円台

の被害額で推移しており、今後もエゾシカ、

アライグマなどの被害防止対策や捕獲強化な

どが必要であると考えているところでありま

す。 

経営の複合化では、農協の振興作物のハス

カップ、アスパラガスに対する支援を実施し

ているところでありますが、植栽本数が計画

を下回っている状況にあることから、今後の

対応につきまして、事業実施主体の農協と協

議をしているところであります。 

担い手の育成・確保では、ふるさと納税に

より美唄市農業振興基金の確保が図られる状

況となったことから、基金運営委員会におき

まして、事業の見直しを行い、段階的に支援

事業の充実、強化を図っており、新年度は、

就農に向けた研修支援策を導入する計画とな

っているところであります。 

生産基盤の整備では、国営事業に加え、道

営事業の地区採択が続き、既に事業を終えた

地域からは、効果が出ていると伺っておりま

すが、採択希望の地区がまだ残っていること

から、早期採択と全地区の事業推進に向けた

要望を行っているところであります。 

６次産業化の推進では、国の経営体育成支

援事業や担い手確保・経営強化支援事業によ

る農業機械や施設の整備も行われていること

から、今後の６次産業化の実践が期待されて

いるほか、市の農商工連携推進助成事業を活

用した加工品開発の取り組みも行われてきた
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ところであり、商品販路の定着・拡大が期待

されているところであります。 

また、「消費者に信頼される産地づくり」の

うち、環境保全型農業の推進や多面的機能の

発揮・維持では、取り組み面積が増加傾向に

あり、市といたしましても、必要な予算措置

を行ってきたところであり、事業効果の発揮

と持続が期待されているところであります。 

農業・農村の情報発信では、市ホームペー

ジやＳＮＳなどを活用するほか、美唄市グリ

ーンルネサンス推進事業をはじめとした官民

のさまざまな事業を通じて、美唄農業の魅力

を広める取り組みが展開されているところで

あります。 

食育の推進では、びばい食育ネットワーク

の活動などを再構築する方向にありますが、

各実践組織や団体が連携し、食育に対する市

民の関心が、より一層高まる環境づくりを進

めていかなければならないと考えているとこ

ろであります。 

いずれにいたしましても、生産者・消費者

の皆さんや農業関係機関・団体などと連携・

協働しながら、びばい未来交響プラン後期基

本計画の目指す姿である「力強い農業が営ま

れ、市民や消費者から信頼される産地」の実

現に向けて取り組んでまいりたいと考えてい

るところであります。 

次に、特定振興作物等のこれまでの推移や

成果及び課題についてでありますが、昭和 45

年の米の生産調整開始以降、昭和 50 年代にか

けて、米にかわり所得確保を図るものとして、

さまざまな作物の栽培が取り組まれてきたと

ころであり、アスパラガス、ハスカップ、ト

マト、花きなどは、現在も本市の主要な作物

となっており、農協の取り扱いでも一定の販

売額を維持していることから、農家の所得確

保につながるとともに、美唄の特産品となっ

ているところであります。 

一方で、以前は単独の生産組合や生産部会

もあった山菜、インゲン、ホウレンソウ、ピ

ーマンは、組織が解散し、まとまった量の生

産は継続されていないほか、美唄市農業技術

員連絡協議会が試験栽培を行った野菜の「ル

バーブ」や峰延農協が導入に取り組んだ漢方

薬に用いられる「杜仲」は、本格生産の開始

や定着には、結びつかなかったところであり

ますが、その要因といたしましては、栽培技

術の難しさや流通・販路の確保に課題があっ

たと伺っているところであります。 

このほか、昭和 44 年から大規模な団地造成

を行ったクルミにつきましては、24 戸の農家

が参加して事業化されたものの、現在、生産

農家は１戸のみとなっており、輸入クルミの

増加による価格の低迷と、野ネズミによる食

害や風害が著しいことから、経営の維持が難

しく、クルミ生産農家が激減したと伺ってい

るところであります。 

また、現在も作付が続いております軟白長

ネギやメロンなどの園芸作物は、経営規模拡

大後の作付体系での労働力が不足しているこ

とや、連作による収量の減少、価格の低迷と

いった状況もあり、全般的に減少傾向となっ

てきたほか、ここ数年は、基盤整備事業によ

る影響もあると伺っているところであります。 

その一方で、近年は、輪作体系の確立など

を図るため、農協や農業改良普及センター等

との連携により、平成 22年度から３年間、普

及定着課題の研究を行った「なたね」が年々、
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作付面積、生産量とも増加し、定着を見てい

るほか、美唄市農協が推奨する「ショウガ」

や若手農家を中心とした「にんにく」、さらに

は市内で加工も行われている「サツマイモ」

の作付も拡大傾向にあると伺っているところ

であります。 

次に、振興作物に対する支援状況について

でありますが、ハスカップは平成 26年度から、

アスパラガスは平成 28年度から、それぞれ５

カ年計画で苗などの導入支援を行っており、

これまでの進捗状況につきましては、ハスカ

ップは、計画 7,000 本に対して 4,680 本、

66.9％、アスパラガスは、計画 12 万本に対し

て５万 4,429 本、45.4％となっているところ

であります。 

また、今後の振興作物に対する支援につき

ましては、現在、支援を行っている２つの作

物につきましては、農協の振興計画を踏まえ

ながら、事業効果がより発揮されるよう対応

を検討してまいりたいと考えているところで

あります。 

なお、今後、振興が見込まれる作物がある

場合には、関係団体とも十分に意見交換をし、

検討してまいりたいと考えているところであ

ります。 

最後に、戦略的農業体系の確立に向けた農

業関連団体等との具体的な連携についてであ

りますが、農産物の販売に向けましては、各

農協の生産販売計画に基づいた取り組みや生

産者個々が行う直売などの取り組みが基本と

なりますが、これまで、市といたしましては、

農産物の付加価値を高め、商品化や販路開拓

を図るため、農商工連携推進助成事業による

支援のほか、ふるさと納税返礼品として、特

産品のＰＲを行うとともに、農協と協力し、

各種物産展や商談会などに参加してきたとこ

ろであります。 

また、優れた農産物としてアピールできる

イエス・クリーン農産物の登録では、取り組

みの指導組織である美唄市クリーン農業推進

協議会に、各農協や空知農業改良普及センタ

ーにも参画いただき、登録の推進を図ってき

たところであります。 

さらに、販路拡大に向けては、市場ニーズ

に合わせた農産物の品質の向上と均質化を図

る調製保管施設等の整備も必要であり、農協

が積極的な取り組みを進め、販路を確保し、

農家所得向上を目指し、市と連携を図ってき

たところであります。 

今後、市場確保に向けては、取引先からの

品質や需要数量に関する要望や産地間競争も

なお厳しくなることが予想されることから、

農協や普及センターをはじめとした農業関係

団体とより一層連携を深め、必要な取り組み

を強く推進してまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

次に、観光・交流行政についてであります

が、現在、本市の地域おこし協力隊は６名で、

うち観光振興課におきましては５名を採用し

ているところであり、ふるさと納税業務やイ

ンバウンド対応とサイクルツーリズムの振興、

食品製造・販売に携わっており、それぞれの

立場で市が進める施策に寄与していただいて

いるところであります。 

このうち３名が７月までに退任する予定で

ありますが、これまで、各種情報発信、海外

プロモーションなどによる誘客の推進、海外

観光客の案内・通訳、自転車イベントの実施
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やサイクリングマップの多言語化、ふるさと

納税返礼品の新商品の発掘など、ふるさと納

税の増収などに取り組んでいただいたところ

であります。 

なお、地域おこし協力隊の目的の１つであ

る都市部から過疎地への移住と任期後の定住

につきましては、３名のうち１名は札幌での

就職が決まっておりますが、残り２名につき

ましては、現在、市内での就職も含め検討中

と伺っており、市としましても、定住に向け

て支援してまいりたいと考えているところで

あります。 

また、札幌に転出される方は、インバウン

ド向けの宿泊施設を運営する企業に就職予定

であり、この企業は、現在、京都で町屋を改

装した宿泊施設を運営されており、今後、北

海道を皮切りに、全国主要都市で事業を展開

していく予定と伺っております。 

このため、市としましては、札幌へ転出し

た後も、本市の観光振興につながるよう、自

転車イベントへの協力や香港・台湾向けの情

報発信など、継続して協力していただき、美

唄の強力な応援団として連携を図ってまいり

たいと考えているところであります。 

また、今後の観光に携わる新たな隊員の活

用につきましては、募集の際に、本市の環境

や業務内容等を十分に示すことで、任期後の

起業や定住に結びつくよう努めてまいりたい

と考えているところであります。 

次に、保健福祉行政についてでありますが、

平成 30 年度からの新たな国民健康保険制度

の概要につきましては、北海道が市町村とと

もに国保の運営を担い、財政運営の責任主体

となり、安定的な財政運営や効率的な事業の

確保など、制度の安定化を目指すこととして

おり、具体的には、納付金制度の導入により、

市町村ごとの国保事業費納付金の決定、標準

保険料率の算定・公表など、新たな役割を担

うこととなっているところであります。 

一方、市町村におきましては、国保事業費

納付金を北海道に納付することが新たに加わ

り、保険料の決定や収納、保険証の発行、医

療費の支払いなどにつきましては、従来どお

り引き続き担うこととなっているところであ

ります。 

次に、本市の国保事業への影響についてで

ありますが、これまでは、市町村ごとに被保

険者の保険税で医療費を賄っていた状況にあ

りましたが、この度の納付金制度の導入によ

り、全道の市町村が共同で支え合う仕組みに

移行することから、本市の国保事業におきま

しても、事業費の縮小が見込まれるところで

あります。 

次に、保険者努力支援制度の概要について

でありますが、この制度は、国が特定健診等

の受診率やがん検診の受診率、疾病予防の取

り組みなどを客観的な指標に基づき評価した

上で、その点数により市町村に対して交付金

を配分する制度となっているところでありま

す。 

なお、評価指標の中で、がん検診の受診率

につきましては、国保被保険者だけを対象と

するものではなく、国保事業としましても促

進するべき取り組みであり、増え続ける医療

費を抑制するためにも、市町村が一体となっ

た取り組みを促進することで、結果として、

将来の国保の負担軽減につながることから、

評価の対象となっているものであります。 
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次に、平成 28 年度の国の保険者努力支援制

度における交付金につきましては、国保被保

険者一人あたり 370 円に相当する計 238 万

5,000円の交付を受けたところであります。 

次に、今後の医療費の適正化に対する取り

組みについてでありますが、被保険者の高齢

化や医療の高度化などにより、今後も医療費

の増加が見込まれるところであります。 

そのため、特定健診等の受診率向上対策と

して、がん検診との同時実施を働きかけるほ

か、本年度からは、糖尿病の重症化予防の取

り組みとして、保健福祉部との連携により、

「糖尿病性腎症重症化予防事業」に取り組ん

でいるところであります。 

この事業は、国保の特定健診の結果から、

糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者及

び受診されていて、中断をしてしまうような

方に対しまして、保健師から、適切に医療を

受けるように受診勧奨を行い、治療の必要性

につきまして説明を行うとともに、対象者の

治療の意思につきまして確認後、医療機関の

治療方針に基づいた保健指導を実施すること

となっており、現在５名の対象者について指

導を行っているところであります。 

年代別では、40 代が１名、60 代が１名、70

代が３名となっているところであります。 

今後におきましても、定期的に地区担当の

保健師が自宅訪問等を行いながら、重症化予

防に努めていくこととしているところであり

ます。 

また、平成 30 年度からは、新たに歯科検診

を実施する予定であり、歯周病予防をはじめ、

歯と口腔の健康づくりなど、医療費の適正化

に取り組んでまいりたいと考えているところ

であります。 

次に、医療行政について、市立美唄病院建

替え計画等についてでありますが、平成 19 年

に当時の労災病院と市立病院の合併を断念し

た後から今日まで、市民や各種団体の代表者、

議会など、さまざまな場面で地域医療のあり

方、病院のあり方などについて議論を積み重

ねてきたところであります。 

その中で、市立病院を基幹的病院として位

置づけ、地域包括ケアシステムの実現に向け

た総合的な保健福祉と市立病院の整備を行う

こととしてきた経緯に基づき、建て替え等を

進めているところであります。 

なお、基本設計を進めるにあたりましては、

関係職員による院内や庁内の施設整備等検討

委員会をはじめ、関係部署などにおきまして

も検討を重ね、市政運営の重要な方針を決定

する経営会議を経て、まとめたところであり

ます。 

次に、先月開催の説明会におきましては、

市立病院の必要性につきましては、おおむね

ご理解をいただいているものの、「建設費がこ

れでおさまるのか」、「財源が確実に見込める

のか」という不安が大きかったものととらえ

ているところであります。 

このためにも、国の支援をいただくことは

不可欠であると考えており、交付金の確保に

向け、全力を挙げて取り組んでいくとともに、

さまざまな機会を通じて説明する場を設け、

わかりやすい情報提供と丁寧な説明に努めて

まいりたいと考えているところであります。 

次に、病院の規模、機能につきましては、

基幹的病院としての市立病院の役割を確保す

るために、救急外来、小児科、産婦人科、人
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工透析等の診療体制の維持や、在宅医療の推

進等、地域医療を支えていくため、一定の規

模や人員体制が必要であることから、基本設

計におきまして必要な機能を整理し、可能な

限り、面積を抑えた建物としたところであり

ます。 

次に、事業費につきましては、今後、実施

設計を進めていく中で、具体的な経費の積み

上げを行い、事業費の積算、精査を行い抑制

に努めてまいります。 

次に、交通行政について、自転車等に関わ

る取り組みについてでありますが、現在、北

海道では、安全で適切な自転車の利用を通し、

道民の健康増進を図り、環境への負荷を抑え

ることを目的とした「北海道自転車条例」が

４月１日に施行される見通しとの新聞報道が

なされたところであります。 

なお、昨年 11 月現在における自転車に関す

る条例の制定状況につきましては、道内では、

条例を制定している市町村はございませんが、

全国では、既に 56 の自治体で制定されている

ところであります。 

次に、本市における自転車利用者の状況と

法整備に向けた取り組みにつきましては、本

市におきましても、北海道と同様に自転車を

活用したサイクルツーリズムの推進を図って

おり、今後ますます自転車を通した交流が増

加していくものと考えておりますが、自転車

利用者の増加に伴い、自転車が起因する事故

等の増加も懸念しているところであります。 

また、近年の取り組みといたしましては、

美唄警察署が中心となり、管内のすべての中

学校及び高等学校におきまして、交通ルール

とマナーの周知、自転車利用者の模範、交通

安全意識の高揚を目的としたセーフティーラ

リーを実施しており、市内における自転車利

用の関心も高まっていることから、本市にお

きましても、条例整備の必要性はあるものと

考えているところであります。 

今後は、先進自治体の条例等を参考にしな

がら、検討してまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 土井議員のご

質問にお答えいたします。 

初めに、学力向上プロジェクトチームの役

割についてでありますが、これまで、学力向

上プロジェクトチームは、市内小中学校の校

長、教頭、教諭から構成され、全国学力・学

習状況調査や標準学力テストの結果を分析・

検証し、美唄市の子どもたちの学力向上に向

けた方策を検討し提言してまいりました。 

提言は、「確かな学力育成プラン」としてま

とめられ、すべての教職員に配布し、このプ

ランをもとに授業改善を図るとともに、保護

者に対しましては、「確かな学力育成プラン概

要版」と家庭環境の啓発に向けた「家庭教育

の手引き」を配布し、家庭・地域・学校が一

体となって、より質の高い教育の実現を目指

してきているところでございます。 

学力向上プロジェクトチームが果たしてき

た役割の検証につきましては、プロジェクト

チームが設立された平成 22 年度と本年度の

全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国

との比較で申し上げますと、小学国語Ｂが 0.5

ポイント、中学数学Ｂが 0.1 ポイントと、わ

ずかに下回りましたが、小学国語Ａが２ポイ

ント、小学算数Ａが 4.1 ポイント、小学算数
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Ｂが 2.3 ポイント、中学国語Ａが 0.7 ポイン

ト、中学国語Ｂが 9.1 ポイント、中学数学Ａ

が 3.6 ポイント上回り、全８科目の中で６科

目が本年度の方が上回る結果となっており、

学力向上に向けたプロジェクトチームの役割

は大きいものと考えております。 

基礎学力を高める具体的な施策の展開につ

いてでありますが、学力向上プロジェクトチ

ームの提言においては、学校・家庭・地域・

行政のそれぞれの役割と相互連携の取り組み

の必要性をまとめております。 

その中で、学校においては、教員の資質向

上と学習規律の浸透と次期学習指導要領の核

となる主体的・対話的で、深い学びの視点か

らの授業改善、北海道教育委員会が進める研

究指定事業の積極的な活用、体力向上を目指

す一校一実践の取り組み、平成 30 年４月から

教科となる「特別の教科 道徳」の実践力向上、

次期学習指導要領の移行期間中における外国

語活動等の試行と、ＡＬＴ、外国語指導助手

の活用、朝読書や補充的学習の充実、校内研

修や教材研究、ＩＣＴの積極的活用、幼保、

小中、中高連携教育の推進、コミュニティス

クールの実践化についてを挙げ、また、家庭・

地域においては、「早寝、早起き、朝ごはん」

の徹底、特に朝ごはんについては 100％を達

成、携帯、スマホのルール作り、家庭学習の

手引き等の活用による「家勉」「家読」の習慣

化の確立、家庭での道徳教科書の活用、「親学」

等各種研修会や地域行事への積極的参加につ

いて挙げ、さらに行政においては、教職員の

研修の充実、ＩＣＴの効果的な利用促進、家

庭学習の手引の発行、特別支援教育の充実と

全学校における生徒指導交流会やスクールソ

ーシャルワーカーとスクールカウンセラーの

活用促進、学校・地域・関係団体等の連携に

よる地域一斉参観日の実施などについて提言

しているところであり、教育委員会といたし

ましては、この提言を踏まえ、学校教育の向

上に努めてまいります。 

次に、補充的な学習サポート等の実態につ

いてでありますが、小学校においては、長期

休業中に北海道教育委員会の学校サポーター

事業に登録している学生や学校地域支援本部

に登録している退職教員を中心としたボラン

ティアや教員による３日間程度の期間を決め、

各自の課題やドリル問題を解く学習に取り組

んでいるほか、学校地域支援本部ボランティ

アによる曜日を決めた放課後学習が行われて

いるところでございます。 

中学校においては、担任や副担任による朝

の 15 分程度の学習、自らの課題を解く放課後

の学習、３日間程度の期間を決めた長期休業

中の学習を行っているほか、積極的に学習に

向かう生徒に対しましては、長期休業中に教

科別に担任を配置して学習を行っている中学

校もあるところでございます。 

補充学習は、児童生徒が自主的に学習でき

る時間と場所と指導者を配置することで、子

どもたち同士の教え合いや学び合いも生まれ、

より意欲的な深い学びの場となっております。 

教育委員会といたしましては、今後とも学

校やボランティアの方々と連携し、補充的な

学習サポート等の充実に努めてまいりたいと

考えております。 

次に、道徳についてでありますが、これま

での道徳は教科ではなく、特別活動などと同

じ領域に位置づけられ、道徳の時間として、
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年間 35 時間実施してまいりました。 

平成 30 年度からは小学校において、平成

31 年度からは中学校において、「特別の教科  

道徳」として教科となり、年間 35 時間実施さ

れることとなりますので、小学校では来年度、

教科書が配布され、その内容に従って学習し、

評価することとなっております。 

本年度までは、小中学校とも道徳に関して

移行期間と位置づけられており、文部科学省

からは、この移行期間中においては、学校の

判断によって、「特別の教科 道徳」の内容の

一部または全部を実施してもよいとされてお

りましたので、教育委員会では、本年度、市

内小中学校の校長・教諭による道徳教育検討

委員会を立ち上げ、各学校における「特別の

教科 道徳」の年間指導計画や全体教育計画の

策定、評価の記述の仕方について検討し、来

年度の小学校道徳の教科化に備えてきたとこ

ろであります。 

各小学校においては、これら検討内容をも

とに、授業時間を工夫し、これまでの道徳の

時間から、「特別の教科 道徳」への移行の準

備を少しずつ進めてきているところでござい

ますが、教育委員会といたしましては、来年

度、教科化になることを踏まえ、道徳教科が

児童生徒の心の豊かさにつながるよう、学

校・家庭・地域等々と連携し、取り組んでま

いりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 12番、土井敏興議員。 

●12番土井敏興議員 それぞれご答弁をいた

だいたところでございますけれども、何点か

改めて市長にお伺いをしたいと思います。 

まず、農業行政についてでありますけれど

も、農業を本市の基幹産業として今後も位置

づけていくためには、先ほどご答弁にもあり

ましたように、ますます激化が想定される産

地間の競争であったり、国際間の競争まで、

今は視野に入れなければならない状況になっ

ているところはご承知のとおりでありまして、

そういった体制に向かっていくためには、や

はり美唄における産学官を含めた一体となっ

た取り組みが、当然、必須条件でありますし、

生産体制の再構築や最新情報及び先進技術の

収集などとあわせて、農産物の国内・国際的

な基準をクリアした安全で高品質な生産物が、

一定のロットのもとに消費者の皆さんに提供

できる環境の確立が求められつつあると、こ

のことは明白であると思います。近未来や中

長期的視野に立った戦略的作物の選定や６次

化と絡めた付加価値の創造や、さらには有利

販売への模索など、早急に取り組まなければ

大きく遅れをとる恐れがあると言わざるを得

ないと思います。 

よって、今後の美唄農業の基本的方向性に

ついて、大規模な土地基盤整備事業が、今終

盤に差しかかりつつある中、減反政策の柱で

ある助成金に依存した生産体制にピリオドが

打たれ、新しい取り組みが求められている状

況に突入したことから、全体として、どのよ

うな将来展望を描いておられるのかお伺いを

したいと思います。 

また、本市としての主力作物の位置づけと、

これまでの特定振興作物の取り組みを踏まえ、

今後、どのように戦略的な作物を絞り込んで

いきながら対応されているのか、このことに

ついてもお伺いをしたいと思います。 

また次に、生き残りをかけた終わりのない

競争が続いていく中にあって、生産の現場に
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携わる方々はもちろんのこと、特に今後求め

られていくのは、戦略として安全安心、そし

て高品質に加え、安定した販路の確保が最重

要となってきますが、行政の立場として、そ

れらについての対策は、どのようになされて

いくおつもりなのか。 

そこに加えて、農産物あるいは農産加工品

については、これまでは、お腹を満たす食べ

物としての見方が一般的でありましたが、近

年は、いわゆる食を通して健康が最重要視さ

れ、今後はますますこのことが進化していく

ものと思われます。最近は、オリンピック・

パラリンピックをはじめ、大きなイベントや

国際会議などでは、食材の出どころや生産方

法についても確認が求められるなど、生産現

場の責任は、より大きくなってきているのが

現状であります。よって、本市農業の位置づ

けをより高めていくためには、こうした動向

をある意味チャンスととらえ、約２年後には、

東京オリンピック・パラリンピック、さらに

は札幌冬季オリンピック・パラリンピックも

期待できる環境も見えつつある今、しっかり

と美唄農産物関連加工食品を高品質で安心、

安全性の確保を図るためにも、現在、国も農

産物の基準について、国際的な流れから、有

機ＪＡＳと言われる有機認証や農業生産工程

管理、略してＧＡＰと言われますけれども、

この取得を奨励していることからして、本市

においても、一歩先んじるよう早期に取り組

むことが必要と私は考えているところであり

ます。 

なぜこのことをお話させていただくかとい

いますと、少し余談になる部分もありますが、

私は実は、先月まで約 15年間、道内に４団体、

有機認証にかかわる団体の中の１団体におい

てお手伝いをさせていただいてきた経緯があ

るわけですけれども、この有機認証を受けて

いる事業者の皆さん方は、このＧＡＰといわ

れる仕組みについても非常に高い関心を示し

ておりまして、ことに、道東あるいは道南、

道北の地域に住まわれているこの認証の取得

者の皆様方については、非常に関心が高くて、

もう取り組んでいる方もおられますし、これ

から恐らく今年度から来年度にかけて、多く

取り組む方が出てくると聞いてございます。

といいますのは、やはり先ほど申し上げた、

オリンピック等を意識して、国際的に認めら

れる農産物を生産し、そして消費していただ

けることによって認知度を上げ、販路の有利

な販売に向けた確保をしていくということの

あらわれでないかと思っているところであり

ます。私もできる限り早く、美唄市において

も、こういったことをしっかりと仕組みを理

解し、そして取り入れていく、そういうこと

に取り組んでいくことが必要ではないかと考

えておりますのでお伺いをしたいと思ってい

るところであります。 

次に、病院の関係について、改めてお伺い

をしたいと思います。 

今ほどをはじめ、これまでのご答弁におき

ましては、財政的に大きな支障が想定されな

ければ見直すということではなく、現在の基

本設計をベースに実施設計に移行していくと

のことでありますけれども、私も基本的には

新病院は必要とは考えており、見直すことに

なれば、一定の時間は要するということは十

分承知をするところでありますが、繰り返し

にはなりますけれども、財政を含め、長期的
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な視点に立ったときに、やはり危険水域に足

を踏み込むことなく、市内外の医療施設等と

の連携を視野に診療科目や病床も見直し、救

急分野、内科系、透析、小児科を核としたコ

ンパクトでありながらも、機能的な小回りの

きく医療診療体制の構築を目指すべきであろ

うと考え、また思うところでもあります。 

私も先月の市民説明会以降、約 40 人近くの

市民の皆さんと、この問題についていろいろ

話し合いをさせていただいてきましたが、中

には不要論を唱える方も少なからずおられま

したけれども、７割くらいの方は、やはり必

要であるとの考えでありました。ただ、その

うち、ほぼ総数の方が将来を思うときに、今

より規模をやはり縮小して取り組むことの方

が、安全的であり望ましいのではないかと、

そういう声もありました。 

このように、ごく一部の方と接触したこと

でしかないわけで、これをもって市民の皆さ

んの大義であるとは毛頭申すつもりはありま

せんけれども、ただ、従前からしますと、例

え一部にあっても、市民の皆さんの思いは相

当変化しているのではないかと受け止めざる

を得ないということで、私はこの度の話し合

いの中で、非常に痛感をした部分があったと

ころでもあります。ぜひとも、こうした点を

直視していただいて、今一度、見直しを視野

に入れた取り組みというのは考えることはで

きないのか、改めて市長の考えをお伺いした

いと思います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 土井議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、美唄農業の基本的方向性について

でありますが、本市の安全・安心な農産物が

安定的に供給できるよう、基幹作物や振興作

物の生産振興に努め、農業者の所得の向上に

つながる持続可能な環境づくりを着実に推進

することを基本に、農協などの関係団体や生

産者などと、一層の連携を図りながら、本市

農業の目指す姿であります「力強い農業が営

まれ、市民や消費者から信頼される産地」に

向け、取り組んでまいりたいと考えていると

ころであります。 

次に、今後の戦略的な作物の取り組みにつ

いてでありますが、安定した農業経営を持続

するため、米、麦、大豆などを中心とした大

規模経営に取り組むほか、野菜や花きなどを

取り入れた複合経営も必要な取り組みと考え

ているところであります。 

このため、既存の作物に加え、所得確保に

つながる新たな作物の検討、導入につきまし

ては、農協や生産者を中心に、十分な連携の

もと、これまでの経過を勘案し、栽培に取り

組みやすい環境づくりを推進してまいりたい

と考えているところであります。 

次に、販路の確保に向けた対策についてで

ありますが、地元の農産物や加工品が継続的

に販売されるためには、これらの商品が消費

者に信頼され、安心して買っていただけるも

のであることが最も重要なことであると考え

ております。 

このため、各農協などが取り組む特徴ある

栽培や貯蔵方法、商標登録を行った各種ブラ

ンド商品などの情報につきましては、消費者

や取引先へ広く浸透を図り、販売や消費につ

ながるよう、さまざまな機会を通じて、ＰＲ

の強化に努めてまいりたいと考えているとこ
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ろであります。 

次に、各種認証制度の早期の活用につきま

しては、化学的肥料及び農薬は使用しないこ

となどが要件の有機ＪＡＳは、本市では、現

在、登録例がないと把握しておりますが、化

学的肥料及び農薬を５割削減した特別栽培農

産物の生産や環境保全型農業の取り組みが行

われていることから、有機ＪＡＳの可能性に

つきまして、美唄市クリーン農業推進協議会

などにおいて検討してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

また、ＧＡＰにつきましては、平成 30 年度

から、環境保全型農業直接支払交付金の交付

要件に、国際水準ＧＡＰの取り組みの実践が

追加されることとなっていることから、市と

いたしましても、各農協と連携し、生産者の

皆さんに、ＧＡＰの効果や取り組み方などに

ついて周知を図ってまいりたいと考えている

ところであります。 

次に、市立美唄病院建替え計画等について

でございますが、これまでの経緯から、市立

病院は、地域包括ケアシステムの中核を担っ

ていくために必要な病院であり、市民の皆様

方におきましても、病院の必要性は、おおむ

ねご理解をいただいているものと受け止めて

いるところでございます。 

基本設計をまとめるにあたりましては、基

幹的病院としての役割を確保するための必要

な機能を整理し、可能な限り面積を抑えた建

物としておりますが、説明会におきましては、

建設費が増額になったことや財源の確保につ

きまして、不安の声が寄せられたところであ

ります。 

このことから、実施設計における建設費の

抑制や交付金の確保に向け、全力を挙げて取

り組んでいくとともに、さまざまな機会を通

じて説明する場を設け、わかりやすい情報提

供と丁寧な説明に努めてまいりたいと考えて

いるところであります。 

●議長小関勝教君 12番、土井敏興議員。 

●12 番土井敏興議員 改めて、お伺いをした

いと思いますけれども、その前に、農業関係

について、今ほど市長からご答弁がございま

したように、やはりこれからは、国際的な環

境、あるいは国内においても他産地との競争

がますます激化することは、もう間違いない

状況になってきております。いわゆるそこの

中で、やはり確固たる位置づけを図っていく

ということを考えていきますと、何らかの形

の中で、その証というものが当然必要になっ

てきますので、そういう意味において今求め

られているのは、有機のＪＡＳであったり、

あるいはＧＡＰという認証の制度というもの

を活用していかなければならないところに、

多分、これからの日本の農業の形というのは、

追い込まれていくのではないかと思うところ

であります。 

ことにＧＡＰに関しては、生産の工程が明

らかになって、いわゆる人間で言えば、苗字

だけではなくて、その下の素性であったり、

それからもっと内面の部分であったりまでも

確認をされる仕組みになっているものですか

ら、ただここの中で、個人の生産者の皆さん

方がすべて、この認証制度の中に入って、そ

の資格を取得するということになると、これ

は非常に費用の負担も大きいという話も聞い

ておりますので、ここのところは、やはり生

産者の段階では、非常にクリアしづらい一面
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もあるのではないかと思うところであります

ので、今後になると思いますけれども、今ほ

ど市長からお話がありましたように、農業関

係団体と十分ご協議をいただきながら、やは

り、美唄市の基幹的な産業である農業をしっ

かりとした方向に導いていくということにあ

っては、行政としても、これはお願いという

形になりますけれども、深く管理をしていた

だき、将来の方向に間違いのない、そういう

一助にしていただければと思っておりますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは病院の関係について、今ほどまた

お話をいただいたところでありますけれども、

こういう状況でいきますと堂々めぐりの議論

になってしまう可能性もありますことから、

最後のお尋ねにさせていただきたいと思いま

す。 

私としては、見直していただけるというこ

とに、一縷の望みを捨て切れずにいるところ

であります。しかしながら、現状のお考えで

進むということであれば、これだけはぜひお

約束をいただきたいと思うところであります

けれども、実施設計にあたっては、事業費を

徹底的に精査し、そして中長期的財政計画や

推計との整合性をしっかりと担保をしていか

なければならない、こういうことだと思いま

す。 

よって、新病院・保健福祉総合施設のすべ

ての建設完了並びにスムーズな施設の供用開

始まで、市民の皆さんに安心していただける

ように、自ら先頭に立っていただき、覚悟と

責任をお持ちになって、その役割をしっかり

と果たされる決意であろうと、これまでのご

発言からして、私はそのように受け止めざる

を得ないと感じたところでありますけれども、

改めてやり抜いていく固い思いについて、最

後に今一度、お伺いをさせていただきたいと

思います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 土井議員の質問にお答え

いたします。 

市立美唄病院の建替え計画等についてでご

ざいますが、市立美唄病院につきましては、

これまで市民の皆さんの健康を守るため、地

域における基幹的病院として重要な役割を担

ってきたところであります。 

また、公的病院として、民間医療機関にお

いて、提供が困難な採算性の厳しい医療も提

供していかなければならないという使命もあ

り、医師会からも市立美唄病院の必要性は強

く求められているところであります。 

特に、救急医療におきましては、平成20年

にせき損センターが救急告示を取り下げた後

も、医師会や大学医局などの協力をいただき、

市内で唯一の救急告示病院として、24時間体

制で市民の皆さんの健康を支えてきたところ

であり、このことによって、近隣中核病院へ

の受け入れに対する医療連携が維持されてき

たところであります。 

また、人工透析におきましても、市内で唯

一の受け入れ病院として、地域になくてはな

らない役割を担っているところであります。 

さらに、高齢者が増加する本市において、

長期に治療が必要な療養病床も必要であると

同時に、在宅医療の充実や認知症への対応な

ど、本市の今後の地域医療に必要不可欠な保

健・医療・福祉・介護の包括的な支援体制を

推進する上で、市立美唄病院の役割は、今後
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ますます大きくなるものと考えております。 

市立美唄病院の建設に対しましては、さま

ざまなご意見をいただいておりますが、私と

いたしましては、市民の皆さんの生命や健康

を守るためには、なくてはならない大切な病

院であると考えております。 

しかしながら、このたび建設費が増加した

ことにより、市民の皆さんの中に不安を感じ

ていらっしゃる方もいることを十分認識して

おりますことから、今後は、実施設計におき

まして、できる限り建設費の抑制に努めると

ともに、交付金の確保に向けて全力で取り組

み、将来の財政負担を可能な限り抑えてまい

りたいと考えているところでございますので、

よろしくご理解いただきたいと思います。 

 

●議長小関勝教君 以上で一般質問を終わり

ます。 

これをもって、本日の日程は全部終了いた

しました。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 

午後 ２ 時３３分 散会 
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